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は じ め に 

  

 少子高齢化や一人暮らし世帯の増加など、地域

社会を取り巻く環境は大きく変化し、福祉サービ

スに対するニーズは複雑・多様化しています。ま

た、国では、障害者に関する様々な法律の整備が

進められており、障害者施策は大きな転換点を迎

えています。 

こうした障害のある人を取り巻く変化に適切に

対応し、本市が目指す「－緑園に輝く－ みんなで創る 文教・安心・

交流のまち 多久」を実現するため、福祉分野を始め、保健・医療、

教育、就労など幅広い分野の施策を盛り込んだ新たな障害者基本計画

を策定しました。 

 今後、この計画に基づき、障害のある人もない人も、全ての市民が

互いに人格と個性を尊重し、支え合い、自立して暮らせる多久市の実

現に向け、全庁一丸となって取り組んでいきます。 

 また、この計画が障害者の自立及び社会参加等に向けて真に機能す

るためには、行政だけでなく社会全体で取り組んでいくことが不可欠

です。市民の皆様を始め、障害者団体、さらには、保健・医療、学校

教育の関係機関や福祉サービス事業者等の皆様におかれましては、今

後とも一層の御支援と御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 最後に、この計画の策定にあたり、熱心に御審議いただきました多

久市障害者基本計画策定委員会の委員の皆様並びに、貴重な御意見を

いただきました市民の皆様に、心からお礼を申し上げます。 

 

平成２８年３月        

  多 久 市 長   横 尾  俊 彦  
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■放課後等デイサービス  

学校（幼稚園、大学を除く）に就学している障害児に、授業の終

了後又は休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交

流の促進その他の便宜の供与を行う。  
 

ら行  

■療養介護  

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上

の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う。  
 

－73－



目    次 

 

第１章 計画策定にあたって                １ページ 

１．計画策定の背景と目的                 １ページ 

２．計画の性格と位置づけ                 ３ページ 

３．計画の期間                      ３ページ 

４．計画策定にあたって                  ３ページ 

 

第２章 障害者の動向                   ５ページ 

１．身体障害者                      ５ページ 

２．知的障害者                      ７ページ 

３．精神障害者                      ７ページ 

４．難病患者                       ８ページ 

 

第３章 各分野に共通する横断的視点             ９ページ 

１．障害者の自己決定の尊重及び意思決定の支援        ９ページ 

２．当事者本位の総合的な支援               ９ページ 

３．障害特性等に配慮した支援               １０ページ 

４．アクセシビリティの向上                 １０ページ 

 

第４章 分野別施策の基本的方向               １２ページ 

１．生活支援                      １２ページ 

２．保健・医療                     ２４ページ 

３．教育、文化芸術活動・スポーツ等           ２９ページ 

４．雇用・就業、経済的自立の支援            ３４ページ 

５．生活環境                      ３８ページ 

６．情報アクセシビリティ                ４０ページ 

７．安全・安心                     ４３ページ 

８．差別の解消及び権利擁護の推進            ４７ページ 

９．行政サービス等における配慮                ５０ページ 

 

第５章 推進体制                    ５２ページ 

１．連携・協力の確保                  ５２ページ 

２．広報・啓発活動の推進                ５２ページ 

３．進捗状況の管理及び評価               ５４ページ 



  

資料                           ５５ページ 

多久市障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会条例    ５６ページ 

多久市障害者基本計画策定委員会委員名簿          ５８ページ 

多久市障害者基本計画策定スケジュール           ５９ページ 

アンケート調査様式                    ６０ページ 

用語集                          ７０ページ 

                                                          

 

 1

第１章 計画策定にあたって 

１． 計画策定の背景と目的 

国の障害者施策については、平成18年12月に国連総会で採択された「障害者

の権利に関する条約」（障害者権利条約）の締結に先立ち、国内法の整備をは

じめとする障害者等に係る制度の集中的な改革が行われてきました。平成21年

12月に「障害者制度改革推進本部」が設置され、平成23年8月には「障害者基本

法の一部を改正する法律」が成立しました。この改正法で、すべての国民が障

害の有無にかかわらず共生する社会を実現することを目的に、地域社会での共

生や社会的障壁の除去をはじめとした基本原則を定めることが盛り込まれてい

ます。 

さらに、平成24年10月から「障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支

援等に関する法律」（障害者虐待防止法）が施行され、障害者等の虐待防止に

係る国等の責務、虐待の早期発見の努力義務が規定されました。平成25年4月か

らは「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」

（障害者優先調達推進法）が施行され、公的機関の物品やサービスの調達を、

障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することが推進されることとなり

ました。平成25年6月には障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な

事項や措置等を規定する「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

（障害者差別解消法）が制定され、平成28年４月から施行されます。         
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また、生活を支援する福祉サービスについては、措置制度に始まり、支援費

制度を経て障害者自立支援法に移行し、平成25年4月から「障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律」（障害者総合支援法）が施行され

ています。この過程のなかで、身体、知的、精神の３障害に加え、発達障害や

難病にも対象が拡大され、相談支援機能を強化し、障害があっても地域で安心

して生活できる社会の実現を目指しているところです。 

このように、障害者施策はここ10年で大きく変化を遂げているところですが、

本市では、平成18年度から平成27年度までの10年を計画期間とする「多久市障

害者基本計画」を策定し、障害者施策を総合的・計画的に推進し、障害者福祉

の向上を図ってきました。また、障害者総合支援法に基づき、障害福祉サービ

スの提供を確保するため、サービスの数値目標や見込量などを定める「多久市

障害福祉計画」を３年毎に策定し、現在４期目を迎えています。 

今回は、「多久市障害者基本計画」の計画期間の終了に伴い、引き続き本市

における障害者施策を推進するため、平成28年度からの10年を計画期間とする

「第２期多久市障害者基本計画」として策定するもので、障害者が必要な支援

を受けながら、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加する主体として

とらえ、障害者が自らの能力を最大限発揮し自己実現できるよう支援するとと

もに、障害者の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的な障壁を除

去するため、市が取り組むべき障害者施策の基本的方向を定めるものです。 

本計画の実施にあたっては、市が中心となり、関係機関・団体との相互の緊

密な連携を図り、福祉、教育、医療、雇用・就業等の問題について取り組んで

いきます。 

 3

２．計画の性格と位置づけ 

（１）法的位置づけ 

本計画は、障害者基本法第11条第３項に基づき策定するものであり、多久市

における障害者のための施策に関する基本的な計画として位置づけられるもの

です。 

（２）多久市計画体系等における位置づけ 

障害者が必要なときに必要な場所で適切な支援を受けられるよう、また、効

果的かつ効率的に施策を推進する観点から、「第４次多久市総合計画」と「多

久市地域福祉計画」を基本とし、「多久市高齢者福祉計画」、「多久市子ども・

子育て支援事業計画」、「多久市すくすく健康プラン」等との整合性を確保し、

総合的な施策の展開を図ります。 

３．計画の期間 

本計画は、平成28（2016）年度から平成37（2025）年度までの10年間を計画

期間とします。ただし、障害者を取り巻く社会状況の変化等により、必要に応

じて、計画期間中に見直しを行う場合があります。 

４．計画策定にあたって 

（１）計画の作成体制 

本計画の作成にあたっては、住民団体、保健医療・福祉関係者、障害者関係

団体等により構成される「多久市障害者基本計画策定委員会」を設置し、委員

の皆さまから本計画に係る意見、審議をいただきながら、検討・策定を進めま

した。 
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（２）アンケート調査の実施 

計画の策定に先立ち、社会状況の動向を踏まえ、障害者に適した地域社会を

推進するため、身体障害者、知的障害者、精神障害者を対象とするアンケート

調査を、平成27年11月に実施しました。 

表 アンケート調査の実施状況 

障害区分 配布数 回収数 回収率 

身体障害者 ３００ １６９ ５６．３％ 

知的障害者 １００    ６１ ６１．０％ 

精神障害者 １００    ４９ ４９．０％ 

合計 ５００  ２７９ ５５．８％ 

アンケート結果は、「第４章 分野別施策の基本的方向」の中で、障害別に掲

載しています。この中で「H17」欄は、前回（平成17年度）のアンケート調査結

果です。「H27」欄のみの表は、今回初めて実施したアンケート項目になります。 

（３）パブリックコメントの実施 

市民から広く計画に対する意見をいただき、意見を反映した計画とするため

のパブリックコメントを実施しました。 
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第２章 障害者の動向 

１．身体障害者 

多久市の身体障害者手帳交付数は、平成26年度1,313人で、10年前の平成16

年度1,262人から51人の増となっています。年齢では、65歳以上の構成比率は、

平成26年度72.4％で、平成16年度と比較すると67人（2.4％）の増となりました。

このように、身体障害者手帳交付者数の増加だけでなく、高齢化が進んでいる

ことがわかります。 

また、障害別に見ると、平成26年度では10年前と比べて、聴覚が16人、内部

が69人の増加になっている反面、その他では減少しています。等級別では、２

級と５級を除けば増加しており、４級に至っては56人の増加になっています。 

表 身体障害者手帳交付数と65歳以上構成比率 （多久市福祉課 各年度3月31日現在） 

年  度 H16 H26 増減 

身体障害者手帳交付数 1,262 人 1,313 人 51 人 

  うち 65 歳以上   

（構成比率） 

884 人

(70.0%)

951 人

(72.4%)

67 人 

(2.4%) 
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第２章 障害者の動向 

１．身体障害者 

多久市の身体障害者手帳交付数は、平成26年度1,313人で、10年前の平成16

年度1,262人から51人の増となっています。年齢では、65歳以上の構成比率は、

平成26年度72.4％で、平成16年度と比較すると67人（2.4％）の増となりました。
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級と５級を除けば増加しており、４級に至っては56人の増加になっています。 

表 身体障害者手帳交付数と65歳以上構成比率 （多久市福祉課 各年度3月31日現在） 

年  度 H16 H26 増減 

身体障害者手帳交付数 1,262 人 1,313 人 51 人 

  うち 65 歳以上   

（構成比率） 

884 人

(70.0%)

951 人

(72.4%)

67 人 

(2.4%) 

  うち 65 歳以上   
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表 身体障害者数の推移（障害別） （多久市福祉課 各年度 3月 31 日現在） 

年  度 H16 H26 増減 

視  覚 111 人 85 人 △26 人 

聴  覚 105 人 121 人 16 人 

言  語 21 人 14 人 △7人 

肢体不自由 762 人 761 人 △1人 

内  部 263 人 332 人 69 人 

合  計 1,262 人 1,313 人 51 人 

表 身体障害者数の推移（級別） （多久市福祉課 各年度 3月 31 日現在） 

年  度 H16 H26 増減 

１  級 294 人 340 人 46 人 

２  級 237 人 188 人 △49 人 

３  級 190 人 202 人 12 人 

４  級 250 人 306 人 56 人 

５  級 198 人 176 人 △22 人 

６  級 93 人 101 人 8 人 

合  計 1,262 人 1,313 人 51 人 
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２．知的障害者 

多久市の療育手帳交付数は、平成26年度269人で、平成16年度217人から52人

の増となっています。このうち、重度のＡ判定はわずかに減少していますが、

Ｂ判定が54人の増となっています。 

表 療育手帳交付者の推移 （多久市福祉課 各年度 3月 31 日現在） 

年  度 H16 H26 増減 

Ａ 90 人 88 人 △2人 

Ｂ 127 人 181 人 54 人 

合  計 217 人 269 人 52 人 

３．精神障害者 

多久市の精神障害者保健福祉手帳交付数は、平成26年度147人で、5年前の平

成21年度104人から43人の増となっています。いずれの等級でも増加となってい

ます。 

表 精神障害者保健福祉手帳交付数の推移 

（佐賀県精神保健福祉センター 各年度3月31日現在） 

 

 

年  度 H21 H26 増減 

１  級 7 人 13 人 6 人 

２  級 83 人 99 人 16 人 

３  級 14 人 35 人 21 人 

合  計 104 人 147 人 43 人 

－6－



 6

 

表 身体障害者数の推移（障害別） （多久市福祉課 各年度 3月 31 日現在） 

年  度 H16 H26 増減 

視  覚 111 人 85 人 △26 人 

聴  覚 105 人 121 人 16 人 

言  語 21 人 14 人 △7人 

肢体不自由 762 人 761 人 △1人 

内  部 263 人 332 人 69 人 

合  計 1,262 人 1,313 人 51 人 

表 身体障害者数の推移（級別） （多久市福祉課 各年度 3月 31 日現在） 

年  度 H16 H26 増減 

１  級 294 人 340 人 46 人 

２  級 237 人 188 人 △49 人 

３  級 190 人 202 人 12 人 

４  級 250 人 306 人 56 人 

５  級 198 人 176 人 △22 人 

６  級 93 人 101 人 8 人 

合  計 1,262 人 1,313 人 51 人 

 

 7

２．知的障害者 

多久市の療育手帳交付数は、平成26年度269人で、平成16年度217人から52人

の増となっています。このうち、重度のＡ判定はわずかに減少していますが、

Ｂ判定が54人の増となっています。 

表 療育手帳交付者の推移 （多久市福祉課 各年度 3月 31 日現在） 

年  度 H16 H26 増減 

Ａ 90 人 88 人 △2人 

Ｂ 127 人 181 人 54 人 

合  計 217 人 269 人 52 人 

３．精神障害者 

多久市の精神障害者保健福祉手帳交付数は、平成26年度147人で、5年前の平

成21年度104人から43人の増となっています。いずれの等級でも増加となってい

ます。 

表 精神障害者保健福祉手帳交付数の推移 

（佐賀県精神保健福祉センター 各年度3月31日現在） 

 

 

年  度 H21 H26 増減 

１  級 7 人 13 人 6 人 

２  級 83 人 99 人 16 人 

３  級 14 人 35 人 21 人 

合  計 104 人 147 人 43 人 

－7－



 8

４．難病患者 

平成25年４月から「障害者自立支援法」が「障害者総合支援法」に移行し、

総合支援法における障害者の定義に難病患者が追加されたところです。 

多久市内の特定医療費（指定難病）受給者証取得者数は、平成26年度172人

で、平成21年度137人から35人の増となっています。 

表 特定医療費（指定難病）受給者証取得者数 

（佐賀中部保健福祉事務所 各年度3月31日現在） 

年  度 H21 H26 増減 

特定医療費（指定難病）受給

者証取得者数 

137 人 172 人 35 人 
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第３章 各分野に共通する横断的視点 

１．障害者の自己決定の尊重及び意思決定の支援 

障害者を施策の客体ではなく、必要な支援を受けながら、自らの決定に基づ

き社会に参加する主体としてとらえ、障害者施策の策定及び実施に当たっては、

障害者及び障害者の家族等の関係者の意見を聴き、その意見を尊重します。 

障害者の政策決定過程への参画を促進する観点から、市の審議会等の委員の

選任に当たっては，障害者の委員の選任に配慮します。特に障害者施策を審議

する市の審議会等については、障害種別等にも配慮し、障害者の委員への選任

を行います。 

また、これらの審議会等の会議資料等を始めとする障害者施策に関する情報

の公開や障害者施策に関連する計画等に関する意見募集（パブリックコメント）

を実施します。 

あわせて、障害者本人の自己決定を尊重する観点から、障害者本人が適切に

意思決定を行い、その意思を表明することができるよう、相談の実施等による

意思決定の支援とともに、意思疎通のための手段を選択する機会の提供を促進

します。 

２．当事者本位の総合的な支援 

障害者が人生における全段階を通じて適切な支援を受けられるよう、福祉、

教育、医療、雇用等の各分野の有機的な連携の下、施策を総合的に展開し、切

れ目のない支援を行います。 

－8－
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支援に当たっては、障害者基本法第２条の障害者の定義を踏まえ、障害者施

策が、障害者が日常生活又は社会生活で直面する困難に着目して講じられる必

要があること、障害者の支援は障害者が直面するその時々の困難の解消だけに

着目するのではなく、障害者の自立と社会参加の支援という観点に立って行わ

れる必要があることに留意します。 

３．障害特性等に配慮した支援 

障害者施策は、性別、年齢、障害の状態、生活の実態等に応じた障害者の個

別的な支援の必要性を踏まえて策定及び実施します。 

特に、女性である障害者は障害に加えて女性であることにより、更に複合的

に困難な状況に置かれている場合があること、障害児には、成人の障害者とは

異なる支援の必要性があることに留意します。 

また、発達障害、難病、高次脳機能障害、盲ろう等について、市民の更なる

理解の促進に向けた広報・啓発活動を行うとともに、施策の充実を図ります。 

さらに、適切な役割分担の下、民間団体等と連携し、地域の実情に即した支

援の実施を図ります。 

４．アクセシビリティの向上 

障害者基本法第２条においては、障害者を「障害がある者であって、障害と

社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態に

あるもの」と定義し、障害者が経験する困難や制限が障害者個人の障害と社会

的な要因の双方に起因するという視点が示されています。 

 11

 このような視点を踏まえ、障害者の社会への参加を実質的なものとし、障害

の有無にかかわらず、その能力を最大限に発揮しながら、安心して生活できる

ようにするため、障害者の活動を制限し、社会への参加を制約している、事物、

制度、慣行、観念等の社会的障壁の除去を進め、ソフト、ハードの両面にわた

る社会のバリアフリー化を推進し、アクセシビリティの向上を図ります。 

特に、障害を理由とする差別は、障害者の自立又は社会参加に深刻な悪影響

を与えるものであり、社会全体において、その解消に向けた取組が行われる必

要があります。このため、平成25年に制定された障害者差別解消法及び同年に

改正された障害者雇用促進法に基づき、障害者団体を始めとする様々な主体の

取組との連携を図りつつ、事業者・事業主や市民一般の幅広い理解の下、障害

を理由とする差別の解消に向けた取組を積極的に推進します。 

あわせて、社会全体でのバリアフリー化を推進する観点から、積極的な広報・

啓発活動に努めるとともに、企業、市民団体等の取組を積極的に支援します。 
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第４章 分野別施策の基本的方向 

１．生活支援 

（１）基本的考え方 

障害の有無にかかわらず、市民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らす

ことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とし、また、身近な場所に

おいて必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより、

社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の

機会が確保されることを旨として、障害者及び障害児が基本的人権を享有する

個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、

障害福祉サービス等の障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための

支援を行います。 

（２）施策の基本的方向 

ア 相談支援体制の構築 

①  障害者が自らの決定に基づき、身近な地域で相談支援を受けることの

できる体制を構築するため、様々な障害種別に対応し、総合的な相談支

援を提供する体制の整備を図ります。 

②  障害者個々の心身の状況、サービス利用の意向、家族の状況等を踏ま

えたサービス等利用計画の作成の促進等、当事者の支援の必要性に応じ

た適切な支給決定の実施に向けた取組を進めます。 

③  障害者等の相談等を総合的に行い，地域における相談支援の中核的な

役割を担う小城・多久障害者相談支援センターの充実を図るとともに、

関係機関との連携の緊密化を図ります。 

④  知的障害又は精神障害（発達障害を含む）により判断能力が不十分な

者による成年後見制度の適正な利用を促進するため、必要な経費につい

て助成を行います。 

 13

 

⑤  発達障害者に関して、地域の医療、保健、福祉、教育、雇用等の関係

者と連携して、当事者やその家族に対する相談支援体制の充実を図りま

す。 

⑥  高次脳機能障害（失語症等の関連症状を併発した場合を含む）につい

て、関係機関との連携・調整等を行うとともに、高次脳機能障害に関す

る情報発信の充実を図ります。 

⑦  地域における難病患者支援対策を推進するため、障害福祉サービス等

を活用することにより、地域生活の支援を行います。 

⑧  障害者虐待防止法に基づき、障害者の養護者に対して相談等の支援を

行います。 

－12－
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機会が確保されることを旨として、障害者及び障害児が基本的人権を享有する

個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、

障害福祉サービス等の障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための

支援を行います。 

（２）施策の基本的方向 

ア 相談支援体制の構築 

①  障害者が自らの決定に基づき、身近な地域で相談支援を受けることの

できる体制を構築するため、様々な障害種別に対応し、総合的な相談支

援を提供する体制の整備を図ります。 

②  障害者個々の心身の状況、サービス利用の意向、家族の状況等を踏ま

えたサービス等利用計画の作成の促進等、当事者の支援の必要性に応じ

た適切な支給決定の実施に向けた取組を進めます。 

③  障害者等の相談等を総合的に行い，地域における相談支援の中核的な

役割を担う小城・多久障害者相談支援センターの充実を図るとともに、

関係機関との連携の緊密化を図ります。 

④  知的障害又は精神障害（発達障害を含む）により判断能力が不十分な

者による成年後見制度の適正な利用を促進するため、必要な経費につい

て助成を行います。 
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⑤  発達障害者に関して、地域の医療、保健、福祉、教育、雇用等の関係

者と連携して、当事者やその家族に対する相談支援体制の充実を図りま

す。 

⑥  高次脳機能障害（失語症等の関連症状を併発した場合を含む）につい

て、関係機関との連携・調整等を行うとともに、高次脳機能障害に関す

る情報発信の充実を図ります。 

⑦  地域における難病患者支援対策を推進するため、障害福祉サービス等

を活用することにより、地域生活の支援を行います。 

⑧  障害者虐待防止法に基づき、障害者の養護者に対して相談等の支援を

行います。 

－13－
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表１－１ 家族以外の身近な相談相手はだれですか？ （アンケート調査） 

 
回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 

H17 H27 H17 H27 H17 H27 

(1) 医師 34.8% 31.1% 19.7% 17.7% 50.1% 30.1%

(2) 障害者相談員 11.6% 2.8% 11.8% 1.0% 13.5% 7.8%

(3) 市職員 8.5% 4.8% 7.8% 4.2% 3.8% 5.8%

(4) 保健師 0.9% 2.8% 0.0% 3.1% 7.7% 0.0%

(5) 民生委員 3.6% 1.2% 5.9% 4.2% 1.9% 1.0%

(6) 社会福祉協議会 10.7% 2.0% 9.8% 1.0% 1.9% 1.9%

(7) 更生相談所 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

(8) 施設の職員 5.4% 4.4% 17.6% 22.9% 9.6% 12.6%

(9) 保育園・認定こども園 

・幼稚園・学校 
3.1% 2.0% 7.8% 7.3% 0.0% 1.0%

(10) 小城・多久障害者相談支援

センター 
－ 3.6% － 8.3% － 3.9%

(11) 相談支援事業所 － 0.4% － 3.1% － 7.8%

(12) 障害者団体（家族会） － 1.2% － 2.1% － 1.0%

(13) 友人・知人 － 34.3% － 15.6% － 16.5%

(14) その他 18.3% 7.6% 13.7% 9.4% 7.7% 9.7%

(15) 無回答 3.1% 2.0% 5.9% 0.0% 3.8% 1.0%

H27 では、障害別に身体では“友人・知人”、知的では“施設の職員”、精神で   

は“医師”が、それぞれいちばん多い回答でした。全障害を通じて、これらの職

種が相談相手として多い回答となっています。 
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 表１－２ 主な相談内容は何ですか？  （アンケート調査） 

 
回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 

H17 H27 H17 H27 H17 H27 

(1)  健康、医療 53.8% 55.3% 25.0% 41.0% 46.7% 41.9%

(2)  年金等の収入 16.8% 13.3% 13.6% 14.1% 13.3% 15.1%

(3)  家庭問題 3.7% 9.3% 13.6% 7.7% 17.8% 16.3%

(4)  就職問題 10.5% 8.0% 15.9% 10.3% 13.3% 14.0%

(5)  施設入所 4.2% 1.8% 9.1% 6.4% 0.0% 1.2%

(6)  その他 8.4% 7.5% 11.4% 14.1% 2.2% 5.8%

(7) 無回答 2.6% 4.9% 11.4% 6.4% 6.7% 5.8%

H17 に続き、H27 においても全障害を通じて“健康・医療”が最も多く、“年金

等の収入”、“家庭問題”、“就職問題”が各障害区分において上位にあります。 

イ 在宅サービス等の充実 

①  障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常

生活又は社会生活を営むことができるよう、個々の障害者のニーズ及び

実態に応じて、在宅の障害者に対する日常生活又は社会生活を営む上で

の、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等の支援を行うとと

もに、短期入所及び日中活動の場の確保等により、在宅サービスの量

的・質的充実を図ります。 

②  常時介護を必要とする障害者が、自らが選択する地域で生活できるよ

う、日中及び夜間における医療的ケアを含む支援の質と量の充実を図る

とともに、体調の変化等必要に応じて一時的に利用することができる社

会資源の整備を促進します。また，常時介護を必要とする障害者等に対

し必要な支援を適切に実施できるよう、その在り方に関する検討を行い

ます。 

 

－14－
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表１－１ 家族以外の身近な相談相手はだれですか？ （アンケート調査） 

 
回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 

H17 H27 H17 H27 H17 H27 

(1) 医師 34.8% 31.1% 19.7% 17.7% 50.1% 30.1%

(2) 障害者相談員 11.6% 2.8% 11.8% 1.0% 13.5% 7.8%

(3) 市職員 8.5% 4.8% 7.8% 4.2% 3.8% 5.8%

(4) 保健師 0.9% 2.8% 0.0% 3.1% 7.7% 0.0%

(5) 民生委員 3.6% 1.2% 5.9% 4.2% 1.9% 1.0%

(6) 社会福祉協議会 10.7% 2.0% 9.8% 1.0% 1.9% 1.9%

(7) 更生相談所 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

(8) 施設の職員 5.4% 4.4% 17.6% 22.9% 9.6% 12.6%

(9) 保育園・認定こども園 

・幼稚園・学校 
3.1% 2.0% 7.8% 7.3% 0.0% 1.0%

(10) 小城・多久障害者相談支援

センター 
－ 3.6% － 8.3% － 3.9%

(11) 相談支援事業所 － 0.4% － 3.1% － 7.8%

(12) 障害者団体（家族会） － 1.2% － 2.1% － 1.0%

(13) 友人・知人 － 34.3% － 15.6% － 16.5%

(14) その他 18.3% 7.6% 13.7% 9.4% 7.7% 9.7%

(15) 無回答 3.1% 2.0% 5.9% 0.0% 3.8% 1.0%

H27 では、障害別に身体では“友人・知人”、知的では“施設の職員”、精神で   

は“医師”が、それぞれいちばん多い回答でした。全障害を通じて、これらの職

種が相談相手として多い回答となっています。 

 

 

  

 15

 

 表１－２ 主な相談内容は何ですか？  （アンケート調査） 

 
回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 

H17 H27 H17 H27 H17 H27 

(1)  健康、医療 53.8% 55.3% 25.0% 41.0% 46.7% 41.9%

(2)  年金等の収入 16.8% 13.3% 13.6% 14.1% 13.3% 15.1%

(3)  家庭問題 3.7% 9.3% 13.6% 7.7% 17.8% 16.3%

(4)  就職問題 10.5% 8.0% 15.9% 10.3% 13.3% 14.0%

(5)  施設入所 4.2% 1.8% 9.1% 6.4% 0.0% 1.2%

(6)  その他 8.4% 7.5% 11.4% 14.1% 2.2% 5.8%

(7) 無回答 2.6% 4.9% 11.4% 6.4% 6.7% 5.8%

H17 に続き、H27 においても全障害を通じて“健康・医療”が最も多く、“年金

等の収入”、“家庭問題”、“就職問題”が各障害区分において上位にあります。 

イ 在宅サービス等の充実 

①  障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常

生活又は社会生活を営むことができるよう、個々の障害者のニーズ及び

実態に応じて、在宅の障害者に対する日常生活又は社会生活を営む上で

の、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等の支援を行うとと

もに、短期入所及び日中活動の場の確保等により、在宅サービスの量

的・質的充実を図ります。 

②  常時介護を必要とする障害者が、自らが選択する地域で生活できるよ

う、日中及び夜間における医療的ケアを含む支援の質と量の充実を図る

とともに、体調の変化等必要に応じて一時的に利用することができる社

会資源の整備を促進します。また，常時介護を必要とする障害者等に対

し必要な支援を適切に実施できるよう、その在り方に関する検討を行い

ます。 

 

－15－
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③  自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、身体機能又

は生活能力の向上のために必要な訓練（機能訓練及び生活訓練）のサー

ビス決定を積極的に行います。 

④  外出のための移動支援、創作的活動や生産活動の機会を提供するとと

もに日常生活に必要な便宜を供与する地域活動支援センターの検討等、

地域の特性や利用者の状況に応じて地域生活支援事業を実施します。 

⑤   障害者の移動に関する支援の在り方について、社会参加の機会の確保

の観点から、障害者のニーズと実情を踏まえた検討を行います。 

⑥   障害者支援施設について、地域で生活する障害者に対する在宅支援の

拠点としてその活用を図るとともに、入所者の生活の質の向上を図りま

す。また、グループホーム等の充実を図り、入所者の地域生活（グルー

プホームや一般住宅（居宅での単身生活を含む）等）への移行を推進し

ます。 

⑦   障害の重度化・重複化、高齢化に対応する居住の支援を検討します。 

表１－３ 障害者総合支援法について （アンケート調査） 

 
回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 

H17 H27 H17 H27 H17 H27 

(1) 知っている 26.8% 18.9% 31.4% 13.1% 6.1% 6.1%

(2) 知らない 61.8% 69.2% 42.9% 60.7% 75.7% 77.6%

(3) その他／無回答 11.4% 11.8% 25.7% 26.2% 18.2% 16.3%

障害福祉サービス、地域生活支援事業の根拠法となる、障害者総合支援法に

ついて、H17（当時は障害者自立支援法）よりも“知っている”が減少するとと

もに、“知らない”が増加しています。 “その他”、“無回答”も多く、障害

者総合支援法の浸透度の低さが目立ちます。 
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表１－４ 障害福祉サービスに関して （アンケート調査） 

 

 

  

 
回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者

H27 H27 H27 

 

障害福祉サービスの内容 

現在

利用

して

いる

今後

利用

した

い 

現在

利用

して

いる 

今後

利用

した

い 

現在

利用

して

いる

今後

利用

した

い 

(1) 居宅介護 3 人 14 人 0 人 5 人 4 人 5 人

(2) 重度訪問介護 2 人 11 人 0 人 1 人 1 人 1 人

(3) 同行援護 2 人 14 人 1 人 7 人 1 人 2 人

(4) 行動援護 2 人 11 人 3 人 10 人 0 人 2 人

(5) 重度障害者等包括支援 4 人 12 人 2 人 2 人 1 人 1 人

(6) 生活介護 5 人 22 人 7 人 5 人 2 人 3 人

(7) 自立訓練（機能訓練） 9 人 10 人 5 人 4 人 1 人 3 人

(8) 自立訓練（生活訓練） 8 人 6 人 4 人 6 人 2 人 1 人

(9) 就労移行支援 1 人 5 人 1 人 8 人 5 人 3 人

(10) 就労継続支援・Ａ型 2 人 3 人 2 人 5 人 1 人 3 人

(11) 就労継続支援・Ｂ型 6 人 4 人 13 人 5 人 2 人 1 人

(12) 療養介護 3 人 4 人 0 人 2 人 0 人 2 人

(13) 短期入所 1 人 1 人 1 人 6 人 0 人 1 人

(14) 共同生活援助（グループホーム） 3 人 4 人 9 人 9 人 2 人 0 人

(15) 施設入所支援 2 人 6 人 3 人 4 人 5 人 2 人

(16) 相談支援 3 人 9 人 4 人 6 人 7 人 5 人

(17) 児童発達支援 1 人 2 人 3 人 4 人 1 人 0 人

(18) 放課後等デイサービス 3 人 1 人 3 人 3 人 1 人 1 人

(19) 無回答等 92 人 0 人 18 人 0 人 20 人 0 人

－16－
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③  自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、身体機能又

は生活能力の向上のために必要な訓練（機能訓練及び生活訓練）のサー

ビス決定を積極的に行います。 

④  外出のための移動支援、創作的活動や生産活動の機会を提供するとと

もに日常生活に必要な便宜を供与する地域活動支援センターの検討等、

地域の特性や利用者の状況に応じて地域生活支援事業を実施します。 

⑤   障害者の移動に関する支援の在り方について、社会参加の機会の確保

の観点から、障害者のニーズと実情を踏まえた検討を行います。 

⑥   障害者支援施設について、地域で生活する障害者に対する在宅支援の

拠点としてその活用を図るとともに、入所者の生活の質の向上を図りま

す。また、グループホーム等の充実を図り、入所者の地域生活（グルー

プホームや一般住宅（居宅での単身生活を含む）等）への移行を推進し

ます。 

⑦   障害の重度化・重複化、高齢化に対応する居住の支援を検討します。 

表１－３ 障害者総合支援法について （アンケート調査） 

 
回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 

H17 H27 H17 H27 H17 H27 

(1) 知っている 26.8% 18.9% 31.4% 13.1% 6.1% 6.1%

(2) 知らない 61.8% 69.2% 42.9% 60.7% 75.7% 77.6%

(3) その他／無回答 11.4% 11.8% 25.7% 26.2% 18.2% 16.3%

障害福祉サービス、地域生活支援事業の根拠法となる、障害者総合支援法に

ついて、H17（当時は障害者自立支援法）よりも“知っている”が減少するとと

もに、“知らない”が増加しています。 “その他”、“無回答”も多く、障害

者総合支援法の浸透度の低さが目立ちます。 
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表１－４ 障害福祉サービスに関して （アンケート調査） 

 

 

  

 
回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者

H27 H27 H27 

 

障害福祉サービスの内容 

現在

利用

して

いる

今後

利用

した

い 

現在

利用

して

いる 

今後

利用

した

い 

現在

利用

して

いる

今後

利用

した

い 

(1) 居宅介護 3 人 14 人 0 人 5 人 4 人 5 人

(2) 重度訪問介護 2 人 11 人 0 人 1 人 1 人 1 人

(3) 同行援護 2 人 14 人 1 人 7 人 1 人 2 人

(4) 行動援護 2 人 11 人 3 人 10 人 0 人 2 人

(5) 重度障害者等包括支援 4 人 12 人 2 人 2 人 1 人 1 人

(6) 生活介護 5 人 22 人 7 人 5 人 2 人 3 人

(7) 自立訓練（機能訓練） 9 人 10 人 5 人 4 人 1 人 3 人

(8) 自立訓練（生活訓練） 8 人 6 人 4 人 6 人 2 人 1 人

(9) 就労移行支援 1 人 5 人 1 人 8 人 5 人 3 人

(10) 就労継続支援・Ａ型 2 人 3 人 2 人 5 人 1 人 3 人

(11) 就労継続支援・Ｂ型 6 人 4 人 13 人 5 人 2 人 1 人

(12) 療養介護 3 人 4 人 0 人 2 人 0 人 2 人

(13) 短期入所 1 人 1 人 1 人 6 人 0 人 1 人

(14) 共同生活援助（グループホーム） 3 人 4 人 9 人 9 人 2 人 0 人

(15) 施設入所支援 2 人 6 人 3 人 4 人 5 人 2 人

(16) 相談支援 3 人 9 人 4 人 6 人 7 人 5 人

(17) 児童発達支援 1 人 2 人 3 人 4 人 1 人 0 人

(18) 放課後等デイサービス 3 人 1 人 3 人 3 人 1 人 1 人

(19) 無回答等 92 人 0 人 18 人 0 人 20 人 0 人

－17－
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    “現在利用している”を障害別にみると、身体で“自立訓練（機能訓練）”、

知的で“就労継続支援・Ｂ型”、精神では“相談支援”が最も多い回答でした。 

“今後利用したい”では障害別に、身体で“生活介護”、知的で“行動援護”、

精神では“居宅介護”と“相談支援”が最も多い回答でした。 

表１－５ 補装具、日常生活用具の利用状況は？  （アンケート調査） 

 
回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 

H17 H27 H17 H27 H17 H27 

(1)  利用している（したこと

がある） 
30.2% 33.1% 8.6% 8.2% 6.1% 4.1%

(2)  利用していない 42.3% 51.5% 48.5% 67.2% 36.4% 46.9%

(3)  制度を知らない 18.1% 7.1% 22.9% 14.8% 39.3% 34.7%

(4)  その他 2.7% 3.0% 0.0% 3.3% 0.0% 2.0%

(5) 無回答等 6.7% 5.3% 18.2% 6.6% 18.2% 12.2%

身体で“利用している（したことがある）”と答えた方が全体の１／３で、

２／３の方は利用されていません。制度を知らない方も多く、周知の徹底を図

ります。 

表１－６ 今後の生活の場を考える時、どれが必要だと思いますか？（アン

ケート調査） 

 
回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 

H17 H27 H17 H27 H17 H27 

(1) 家族とともに居住できる場 45.8% 48.5% 26.2% 37.7% 34.3% 49.0%

(2) グループホーム 4.6% 7.7% 31.0% 14.8% 20.0% 12.2%

(3) 施設 20.5% 23.1% 11.9% 19.7% 20.0% 14.3%

(4) その他 19.2% 5.9% 11.9% 3.3% 14.3% 12.2%

(5) 無回答 9.9% 14.8% 19.0% 24.6% 11.4% 12.2%
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H17 に引き続き、全ての障害区分において“家族とともに居住できる場”と

答えた方が多く、その比率は H27 が高くなっています。グループホームについ

ては、身体を除き、H17 と比べ低下しています。 

表１－７ 外出の頻度はどれくらいですか？ （アンケート調査） 

 
回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 

H17 H27 H17 H27 H17 H27 

(1) ほぼ毎日 67.2% 58.0% 57.1% 60.7% 39.3% 38.8%

(2) 週 2～3 回 14.1% 26.0% 14.3% 18.0% 36.4% 26.5%

(3) 月 2～3 回 6.0% 5.9% 17.1% 9.8% 9.1% 12.2%

(4) 年 10 回程度 2.0% 1.8% 5.7% 0.0% 0.0% 2.0%

(5) ほとんど外出しない 6.0% 3.6% 2.9% 6.6% 6.1% 12.2%

(6) 無回答等 4.7% 4.7% 2.9% 4.9% 4.7% 8.2%

外出の頻度は、全障害で“ほぼ毎日”が最も多い結果となりました。H27の 

知的、精神で“ほとんど外出しない”がH17の２倍以上となっています。 

表１－８ 外出の主な目的は何ですか？ （アンケート調査） 

 
回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 

H17 H27 H17 H27 H17 H27 

(1) 通院 20.4% 21.3% 10.9% 19.7% 36.6% 28.6%

(2) 散歩 13.9% 6.5% 12.7% 11.5% 15.4% 8.2%

(3) 買い物 22.2% 23.7% 27.3% 21.3% 27.0% 22.4%

(4) 通勤通学 18.3% 21.3% 30.9% 26.2% 1.9% 8.2%

(5) 旅行 3.0% 3.6% 3.6% 3.3% 3.6% 6.1%

(6) 娯楽等 5.2% 4.7% 5.5% 4.9% 5.5% 8.2%

(7) サークル 3.5% 2.4% 1.8% 0.0% 1.8% 2.0%

(8) その他 10.0% 11.2% 7.3% 8.2% 7.3% 4.1%

(9) 無回答 3.5% 5.3% 0.0% 4.9% 0.0% 12.2%
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    “現在利用している”を障害別にみると、身体で“自立訓練（機能訓練）”、

知的で“就労継続支援・Ｂ型”、精神では“相談支援”が最も多い回答でした。 

“今後利用したい”では障害別に、身体で“生活介護”、知的で“行動援護”、

精神では“居宅介護”と“相談支援”が最も多い回答でした。 

表１－５ 補装具、日常生活用具の利用状況は？  （アンケート調査） 
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身体障害者 知的障害者 精神障害者 

H17 H27 H17 H27 H17 H27 

(1)  利用している（したこと

がある） 
30.2% 33.1% 8.6% 8.2% 6.1% 4.1%

(2)  利用していない 42.3% 51.5% 48.5% 67.2% 36.4% 46.9%

(3)  制度を知らない 18.1% 7.1% 22.9% 14.8% 39.3% 34.7%

(4)  その他 2.7% 3.0% 0.0% 3.3% 0.0% 2.0%

(5) 無回答等 6.7% 5.3% 18.2% 6.6% 18.2% 12.2%

身体で“利用している（したことがある）”と答えた方が全体の１／３で、

２／３の方は利用されていません。制度を知らない方も多く、周知の徹底を図

ります。 

表１－６ 今後の生活の場を考える時、どれが必要だと思いますか？（アン

ケート調査） 

 
回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 

H17 H27 H17 H27 H17 H27 

(1) 家族とともに居住できる場 45.8% 48.5% 26.2% 37.7% 34.3% 49.0%

(2) グループホーム 4.6% 7.7% 31.0% 14.8% 20.0% 12.2%

(3) 施設 20.5% 23.1% 11.9% 19.7% 20.0% 14.3%

(4) その他 19.2% 5.9% 11.9% 3.3% 14.3% 12.2%

(5) 無回答 9.9% 14.8% 19.0% 24.6% 11.4% 12.2%
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H17 に引き続き、全ての障害区分において“家族とともに居住できる場”と

答えた方が多く、その比率は H27 が高くなっています。グループホームについ

ては、身体を除き、H17 と比べ低下しています。 

表１－７ 外出の頻度はどれくらいですか？ （アンケート調査） 

 
回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 

H17 H27 H17 H27 H17 H27 

(1) ほぼ毎日 67.2% 58.0% 57.1% 60.7% 39.3% 38.8%

(2) 週 2～3 回 14.1% 26.0% 14.3% 18.0% 36.4% 26.5%

(3) 月 2～3 回 6.0% 5.9% 17.1% 9.8% 9.1% 12.2%

(4) 年 10 回程度 2.0% 1.8% 5.7% 0.0% 0.0% 2.0%

(5) ほとんど外出しない 6.0% 3.6% 2.9% 6.6% 6.1% 12.2%

(6) 無回答等 4.7% 4.7% 2.9% 4.9% 4.7% 8.2%

外出の頻度は、全障害で“ほぼ毎日”が最も多い結果となりました。H27の 

知的、精神で“ほとんど外出しない”がH17の２倍以上となっています。 

表１－８ 外出の主な目的は何ですか？ （アンケート調査） 

 
回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 

H17 H27 H17 H27 H17 H27 

(1) 通院 20.4% 21.3% 10.9% 19.7% 36.6% 28.6%

(2) 散歩 13.9% 6.5% 12.7% 11.5% 15.4% 8.2%

(3) 買い物 22.2% 23.7% 27.3% 21.3% 27.0% 22.4%

(4) 通勤通学 18.3% 21.3% 30.9% 26.2% 1.9% 8.2%

(5) 旅行 3.0% 3.6% 3.6% 3.3% 3.6% 6.1%

(6) 娯楽等 5.2% 4.7% 5.5% 4.9% 5.5% 8.2%

(7) サークル 3.5% 2.4% 1.8% 0.0% 1.8% 2.0%

(8) その他 10.0% 11.2% 7.3% 8.2% 7.3% 4.1%

(9) 無回答 3.5% 5.3% 0.0% 4.9% 0.0% 12.2%
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外出の主な目的は、身体では“買い物”、知的では“通勤通学”、精神では“通

院”がそれぞれ最も多くなっています。 

 

表１―９ 外出時の主な移動手段は何ですか？ （アンケート調査） 

 
回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 

H17 H27 H17 H27 H17 H27 

(1) 徒歩 ― 7.7% ― 9.8% ― 16.3%

(2) 自家用車 51.1% 53.8% 8.1% 19.7% 27.1% 22.4%

(3) 家族の車 19.9% 18.9% 35.2% 36.1% 18.9% 20.4%

(4) タクシー 10.8% 4.1% 8.1% 4.9% 8.1% 8.2%

(5) 公共交通機関 7.4% 4.7% 24.3% 11.5% 21.6% 10.2%

(6) その他 7.4% 6.5% 18.9% 14.8% 16.2% 12.2%

(7) 無回答 3.4% 4.1% 5.4% 3.3% 8.1% 10.2%

外出時の主な移動手段では、身体、精神では、“自家用車”が最も多く、知

的では、“家族の車” が最も多くなっています。 

ウ 障害児支援の充実 

①  障害児やその家族を含め、全ての子どもや子育て家庭を対象として、

身近な地域において、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）に

基づく給付その他の支援を可能な限り講じるとともに、障害児が円滑に

同法に基づく教育・保育等を利用できるようにするために必要な支援を

行います。 

②  障害児の発達を支援する観点から、障害児及びその家族に対して、乳

幼児期から学校卒業後まで一貫した効果的な支援を地域の身近な場所

で提供する体制の構築を図ります。 
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③   児童福祉法（昭和22年法律第164号）に基づき、障害児に対して指導

訓練等の支援を行う児童発達支援を提供するとともに、障害者総合支援

法に基づき、居宅介護、短期入所、障害児を一時的に預かって見守る日

中一時支援を提供し、障害児が身近な地域で必要な支援を受けられる体

制の充実を図ります。また、障害児の発達段階に応じて、保育所等訪問

支援及び放課後等デイサービス等の適切な支援を提供します。 

④   障害児について情報提供や相談支援等によりその家庭や家族を支援

するとともに、在宅で生活する重症心身障害児（者）について、短期入

所や居宅介護、児童発達支援等、在宅支援の充実を図ります。 

表１－１０ 市内で発達障害に関する就学前の相談機関や、療育を行う訓練

機関があれば利用を希望しますか？ （アンケート調査） 

 
回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者

H27 H27 H27 

(1)  希望する 12.4% 21.3% 16.3%

(2)  市外で利用しているので

希望しない 
0.6% 3.3% 2.0%

(3)  必要ないので希望しない 42.0% 18.0% 28.6%

(4)  分からない 23.7% 36.1% 28.6%

(5)  その他 0.6% 8.2% 4.1%

(6) 無回答 20.7% 13.1% 20.4%

市内で発達障害に関する就学前の相談機関や、療育を行う訓練機関の利用につ

いて、知的障害で“希望する”と答えた方がいちばん多く、20％を超えました。 

エ サービスの質の向上等 

 知的障害者又は精神障害者（発達障害者を含む）が障害福祉サービス

を適切に利用することができるよう，本人の自己決定を尊重する観点か

ら，意思決定の支援に配慮しつつ，必要な支援等を行います。 

－20－
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外出の主な目的は、身体では“買い物”、知的では“通勤通学”、精神では“通

院”がそれぞれ最も多くなっています。 

 

表１―９ 外出時の主な移動手段は何ですか？ （アンケート調査） 

 
回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 

H17 H27 H17 H27 H17 H27 

(1) 徒歩 ― 7.7% ― 9.8% ― 16.3%

(2) 自家用車 51.1% 53.8% 8.1% 19.7% 27.1% 22.4%

(3) 家族の車 19.9% 18.9% 35.2% 36.1% 18.9% 20.4%

(4) タクシー 10.8% 4.1% 8.1% 4.9% 8.1% 8.2%

(5) 公共交通機関 7.4% 4.7% 24.3% 11.5% 21.6% 10.2%

(6) その他 7.4% 6.5% 18.9% 14.8% 16.2% 12.2%

(7) 無回答 3.4% 4.1% 5.4% 3.3% 8.1% 10.2%

外出時の主な移動手段では、身体、精神では、“自家用車”が最も多く、知

的では、“家族の車” が最も多くなっています。 

ウ 障害児支援の充実 

①  障害児やその家族を含め、全ての子どもや子育て家庭を対象として、

身近な地域において、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）に

基づく給付その他の支援を可能な限り講じるとともに、障害児が円滑に

同法に基づく教育・保育等を利用できるようにするために必要な支援を

行います。 

②  障害児の発達を支援する観点から、障害児及びその家族に対して、乳

幼児期から学校卒業後まで一貫した効果的な支援を地域の身近な場所

で提供する体制の構築を図ります。 
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③   児童福祉法（昭和22年法律第164号）に基づき、障害児に対して指導

訓練等の支援を行う児童発達支援を提供するとともに、障害者総合支援

法に基づき、居宅介護、短期入所、障害児を一時的に預かって見守る日

中一時支援を提供し、障害児が身近な地域で必要な支援を受けられる体

制の充実を図ります。また、障害児の発達段階に応じて、保育所等訪問

支援及び放課後等デイサービス等の適切な支援を提供します。 

④   障害児について情報提供や相談支援等によりその家庭や家族を支援

するとともに、在宅で生活する重症心身障害児（者）について、短期入

所や居宅介護、児童発達支援等、在宅支援の充実を図ります。 

表１－１０ 市内で発達障害に関する就学前の相談機関や、療育を行う訓練

機関があれば利用を希望しますか？ （アンケート調査） 

 
回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者

H27 H27 H27 

(1)  希望する 12.4% 21.3% 16.3%

(2)  市外で利用しているので

希望しない 
0.6% 3.3% 2.0%

(3)  必要ないので希望しない 42.0% 18.0% 28.6%

(4)  分からない 23.7% 36.1% 28.6%

(5)  その他 0.6% 8.2% 4.1%

(6) 無回答 20.7% 13.1% 20.4%

市内で発達障害に関する就学前の相談機関や、療育を行う訓練機関の利用につ

いて、知的障害で“希望する”と答えた方がいちばん多く、20％を超えました。 

エ サービスの質の向上等 

 知的障害者又は精神障害者（発達障害者を含む）が障害福祉サービス

を適切に利用することができるよう，本人の自己決定を尊重する観点か

ら，意思決定の支援に配慮しつつ，必要な支援等を行います。 
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【具体的施策】  

・ 障害者の総合相談窓口として開設する小城・多久障害者相談支援センターにつ

いて、引き続き必要な情報の提供と助言、その他障害福祉サービスの利用支援等

必要な支援を行うとともに、虐待の防止とその発見のために関係機関との連絡調

整その他の障害者権利擁護のために必要な援助を行います。また、相談利用件数

が増えるようＰＲを行います。 

・ 障害者相談（身体、知的）について、引き続き毎月１回実施し、安心して地域

で生活できるようにサポートします。また、相談利用件数が増えるようＰＲを行

います。 

・ 障害福祉サービスや障害児通所サービスを利用される方については、国の指針

に基づき、利用者にサービス等利用計画を作成いただき、計画相談支援の充実を

図ります。 

・ 障害福祉サービス等の根拠となる障害者総合支援法について、もっとたくさん

の方に周知を行うため、ＰＲを行っていきます。 

・ 障害福祉サービスについては、障害者や障害児が個々のニーズ及び実態に応じ

て、居宅訪問サービス、日中活動サービス、居住サービスを提供するとともに、

年度毎の具体的な数値目標については、障害福祉計画の中で盛り込んでいきま

す。 

・ 在宅での生活支援を行うため、日常生活用具給付事業について、利用者の要望

に応えられるよう努めるとともに、身体的、精神的負担を軽減できるよう、引き

続き支援活動を行っていきます。 

・ 在宅で介護を要する障害者等を対象に身体的、経済的負担の軽減を目的に社会

福祉協議会が行う、福祉機器の無料貸与事業を継続して実施します。 
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・ 障害者の移動に関する支援については、ふれあいバスの運行、バス・タクシー・

ＪＲ・航空機等の運賃割引等の公共交通事業や、重度障害者福祉タクシー券助成

制度、移動支援、福祉有償運送などの福祉施策事業を幅広く活用しながら、実施

していきます。 

・ 在宅に限らず、年金が受給できるかどうかは、生活する上で大事な問題です。

障害年金制度について、情報提供を積極的に行います。 

・ 児童発達支援、放課後等デイサービス等や、日中一時支援事業等の児童通所支

援事業サービス等について、継続して実施していきます。 
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【具体的施策】  

・ 障害者の総合相談窓口として開設する小城・多久障害者相談支援センターにつ

いて、引き続き必要な情報の提供と助言、その他障害福祉サービスの利用支援等

必要な支援を行うとともに、虐待の防止とその発見のために関係機関との連絡調

整その他の障害者権利擁護のために必要な援助を行います。また、相談利用件数

が増えるようＰＲを行います。 

・ 障害者相談（身体、知的）について、引き続き毎月１回実施し、安心して地域

で生活できるようにサポートします。また、相談利用件数が増えるようＰＲを行

います。 

・ 障害福祉サービスや障害児通所サービスを利用される方については、国の指針

に基づき、利用者にサービス等利用計画を作成いただき、計画相談支援の充実を

図ります。 

・ 障害福祉サービス等の根拠となる障害者総合支援法について、もっとたくさん

の方に周知を行うため、ＰＲを行っていきます。 

・ 障害福祉サービスについては、障害者や障害児が個々のニーズ及び実態に応じ

て、居宅訪問サービス、日中活動サービス、居住サービスを提供するとともに、

年度毎の具体的な数値目標については、障害福祉計画の中で盛り込んでいきま

す。 
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・ 障害者の移動に関する支援については、ふれあいバスの運行、バス・タクシー・

ＪＲ・航空機等の運賃割引等の公共交通事業や、重度障害者福祉タクシー券助成

制度、移動支援、福祉有償運送などの福祉施策事業を幅広く活用しながら、実施

していきます。 

・ 在宅に限らず、年金が受給できるかどうかは、生活する上で大事な問題です。

障害年金制度について、情報提供を積極的に行います。 

・ 児童発達支援、放課後等デイサービス等や、日中一時支援事業等の児童通所支

援事業サービス等について、継続して実施していきます。 
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２．保健・医療 

（１）基本的考え方 

障害者が身近な地域において、保健・医療サービス、医学的リハビリテーシ

ョン等を受けることができるよう、提供体制の充実を図ります。特に、入院中

の精神障害者の退院、地域移行の推進を図ります。 

（２）施策の基本的方向 

ア 保健・医療の充実等 

①  障害者が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受けられ

るよう、地域医療体制等の充実を図ります。その際、特に高齢化等によ

る障害の重度化・重複化の予防及びその対応に留意します。 

②   障害者総合支援法に基づく、自立した日常生活又は社会生活を営むた

めに必要な医療制度、及び県補助事業である重度心身障害者への医療費

助成制度により、医療費の助成を行います。 

③  障害者の健康の保持・増進を図るため、福祉サービスと連携した保健

サービスの提供体制の充実を図ります。また、障害に起因して合併しや

すい疾患、外傷、感染症等の予防と、これらを合併した際の障害及び合

併症に対して適切な医療の確保を図ります。 
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表２－１ 現在利用している医療助成制度について （アンケート調査） 

 

回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 

H17 H27 H17 H27 H17 H27 

 (1) 自立支援医療（精神通院） 8.0% 1.6% 5.6% 17.5% 47.3% 71.4%

(2) 自立支援医療（更生医療・育成医療） 5.1% 5.8% 0.0% 4.8% 2.6% 5.4%

(3) 高額医療費 9.7% 16.8% 2.8% 4.8% 21.1% 7.1%

(4) 重度心身障害者医療助成制度 30.6% 31.9% 13.9% 15.9% 2.6% 3.6%

(5) 利用してない 25.6% 34.6% 47.1% 42.9% 7.9% 5.4%

(6) その他 15.3% 3.7% 13.9% 4.8% 5.3% 1.8%

(7) 無回答 5.7% 5.8% 16.7% 9.5% 13.2% 5.4%

利用している医療制度について、精神では“自立支援医療（精神通院）”がいちば

ん多く、身体及び知的では“利用していない”がいちばん多い結果でした。また、重

度心身障害者医療助成制度を利用する割合が、身体では３割強を占めています。 

イ 精神保健・医療の提供等 

①  精神障害者への医療の提供・支援を可能な限り地域において行うとと

もに、入院中の精神障害者の早期退院（入院期間の短縮）及び地域移行

を推進し、いわゆる社会的入院を解消するため、保健・医療・福祉が連

携して精神障害者が地域で生活できるよう、体制づくりに努めます。 

②  学校、職域及び地域における心の健康に関する相談、カウンセリング

等の機会の充実により、市民の心の健康づくり対策を推進するとともに、

精神疾患の早期発見方法の確立及び発見の機会の確保・充実を図ります。 
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③  精神障害者及び家族のニーズに対応した多様な相談体制の構築を図

ります。 

表２－２ 医療のリハビリテーション及びデイケアの利用状況は？（アンケート調査） 

 

回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 

H17 H27 H17 H27 H17 H27 

(1) 利用したことがある 15.4% 27.2% 8.6% 16.4% 33.4% 34.7%

(2) 利用したいが利用してない 12.1% 8.9% 11.4% 11.5% 12.1% 6.1%

(3) 必要ない 41.5% 43.8% 45.7% 41.0% 24.2% 30.6%

(4) 制度を知らない 12.8% 10.7% 14.3% 11.5% 15.2% 10.2%

(5) その他 12.1% 1.8% 5.7% 6.6% 0.0% 4.1%

(6) 無回答等 6.1% 7.7% 14.3% 13.1% 15.1% 14.3%

身体、知的の多数が、医療のリハビリテーション及びデイケアを“必要ない”

と答えています。また、精神では、“利用したことがある”が多数を占めていま

す。 

表２－３ 各種健康診査受診状況（集団受診） （多久市健康増進課） 

年度 H22 H23 H24 H25 H26 

１歳半 

受診者数 169 人 142 人 147 人 123 人 139 人

受診率 96.0% 97.9% 95.5% 96.9% 96.5%

３歳 

受診者数 163 人 154 人 168 人 150 人 146 人

受診率 92.0% 95.1% 95.5% 95.5% 95.4%
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過去５年間では、H22 の３歳児健診を除き、95％を超える受診率となっています。

これらの健診では、年齢的な発達・成長が確認でき、高い割合で受診率を維持し

ていくことが大切です。 

表２－４ 幼児発達・市民健康相談事業（平成２６年度）（多久市健康増進課） 

区   分 

実施

回数 

内    容 

精神 

発達 

身体

発達 

栄養 育児 その他 計 

幼児 

発達 22 回 43 件 0 件 0 件 77 件 0 件 120 件

行動発達 12 回 49 件 0 件 0 件  49 件 0 件 98 件

市民 心ストレス 6 回 0 件 0 件 0 件 6件 10 件 16 件

計 92 件 0 件 0 件 132 件 10 件 234 件

幼児の発達相談、市民へのメンタル相談等の事業は、年間を通じて実施してい

ます。身体・知的・精神障害（発達障害）の早期発見・早期療育を効果的に実施す

るため、健診の受診を勧めることと、健診事後の支援体制や保健指導、訪問指導の

充実を行わなければなりません。 

今後も、医師・言語聴覚士・臨床心理士などの専門職との連携を推進し、健康

診査に基づく保健指導を充実させ、早期発見、早期療育へとつなげていきます。 

また、職域及び地域における健康診査等の適切な実施、疾患等に関する相談、カ

ウンセリング等の提供機会の充実を図ります。 
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【具体的施策】 

・ 障害者総合支援法に基づく自立支援医療制度で、心身の障害を除去・軽減す

るため、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度（更生医療、育成医

療、精神通院医療）を継続して実施します。 

・ 重度の心身障害者が病院等を診療された場合に要した医療費のうち、保険診

療にかかる自己負担分に対しての助成制度を継続して実施します。 

・ 精神科病院入院者について、市の実情に応じて障害福祉計画で退院率等の目

標値を設定するとともに、社会的入院を解消するため、保健・医療・福祉が連

携して精神障害者が地域で生活できるよう、体制づくりに努めます。 

・ 妊婦健診事業等では検査項目を増やし、内容の充実を図ります。 

・ 母子保健法による幼児健診事業は受診率を維持し、要観察児の支援体制とし

て、市の発達相談（医師・臨床心理士・言語聴覚士）の充実を図ります。 

・ 幼児の発達において、人間関係や行動発達での要観察児童についても、専門

事業所に委託して、相談事業を充実させるとともに、早期療育への支援を行い

ます。 

・ 成人について、子育て中の方には「すくぴょん心理相談」により、育児スト

レスの軽減や虐待予防の視点での事業に取り組むとともに、「心ストレス相談

会」を継続実施し、必要な支援や受診勧奨を行います。 
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３．教育、文化芸術活動・スポーツ等 

（１）基本的考え方 

 障害の有無によって分け隔てられることなく、市民が相互に人格と個性を尊

重し合う共生社会の実現に向け、障害のある児童生徒が、合理的配慮を含む必

要な支援の下、その年齢及び能力に応じ、かつその特性を踏まえた十分な教育

を可能な限り障害のない児童生徒と共に受けることのできる仕組みを構築しま

す。また、障害者が円滑に文化芸術活動、スポーツ又はレクリエーションを行

うことができるよう、環境の整備等を推進します。 

表３－１ 市内小中学校特別支援学級在籍者数の推移  

（多久市教育委員会 各年度 4月 1日現在） 

 H23 H24 H25 H26 H27 

小学校 19 人 22 人 21 人 27 人 37 人 

中学校 9 人 8 人 12 人 14 人 17 人 

合 計 28 人 30 人 33 人 41 人 54 人 

表３－２ 特別支援学校在籍者数の推移 （多久市教育委員会 各年度4月1日現在） 

 H23 H24 H25 H26 H27 

小学部 3 人 3 人 4 人 7 人 10 人 

中学部 1 人 2 人 2 人 2 人 3 人 

合 計 4 人 5 人 6 人 9 人 13 人 

 市内の児童生徒に関する、特別支援学級及び特別支援学校の在籍者数は増加

傾向にあり、５年前（H23）と比較すると、特別支援学級で約２倍、特別支援

学校では約３倍となっています。 

－28－



 28

 

【具体的施策】 

・ 障害者総合支援法に基づく自立支援医療制度で、心身の障害を除去・軽減す

るため、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度（更生医療、育成医

療、精神通院医療）を継続して実施します。 

・ 重度の心身障害者が病院等を診療された場合に要した医療費のうち、保険診

療にかかる自己負担分に対しての助成制度を継続して実施します。 

・ 精神科病院入院者について、市の実情に応じて障害福祉計画で退院率等の目

標値を設定するとともに、社会的入院を解消するため、保健・医療・福祉が連

携して精神障害者が地域で生活できるよう、体制づくりに努めます。 

・ 妊婦健診事業等では検査項目を増やし、内容の充実を図ります。 

・ 母子保健法による幼児健診事業は受診率を維持し、要観察児の支援体制とし

て、市の発達相談（医師・臨床心理士・言語聴覚士）の充実を図ります。 

・ 幼児の発達において、人間関係や行動発達での要観察児童についても、専門

事業所に委託して、相談事業を充実させるとともに、早期療育への支援を行い

ます。 

・ 成人について、子育て中の方には「すくぴょん心理相談」により、育児スト

レスの軽減や虐待予防の視点での事業に取り組むとともに、「心ストレス相談

会」を継続実施し、必要な支援や受診勧奨を行います。 
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３．教育、文化芸術活動・スポーツ等 

（１）基本的考え方 

 障害の有無によって分け隔てられることなく、市民が相互に人格と個性を尊

重し合う共生社会の実現に向け、障害のある児童生徒が、合理的配慮を含む必

要な支援の下、その年齢及び能力に応じ、かつその特性を踏まえた十分な教育

を可能な限り障害のない児童生徒と共に受けることのできる仕組みを構築しま

す。また、障害者が円滑に文化芸術活動、スポーツ又はレクリエーションを行

うことができるよう、環境の整備等を推進します。 

表３－１ 市内小中学校特別支援学級在籍者数の推移  

（多久市教育委員会 各年度 4月 1日現在） 

 H23 H24 H25 H26 H27 

小学校 19 人 22 人 21 人 27 人 37 人 

中学校 9 人 8 人 12 人 14 人 17 人 

合 計 28 人 30 人 33 人 41 人 54 人 

表３－２ 特別支援学校在籍者数の推移 （多久市教育委員会 各年度4月1日現在） 

 H23 H24 H25 H26 H27 

小学部 3 人 3 人 4 人 7 人 10 人 

中学部 1 人 2 人 2 人 2 人 3 人 

合 計 4 人 5 人 6 人 9 人 13 人 

 市内の児童生徒に関する、特別支援学級及び特別支援学校の在籍者数は増加

傾向にあり、５年前（H23）と比較すると、特別支援学級で約２倍、特別支援

学校では約３倍となっています。 
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（２）施策の基本的方向 

ア インクルーシブ教育システムの構築 

①  障害の有無によって分け隔てられることなく、市民が相互に人格と個

性を尊重し合う共生社会の実現に向け、本人・保護者に対する十分な情

報提供の下、意見を最大限尊重し、本人・保護者と市教育委員会、学校

等が、教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則と

して、市教育委員会が就学先を決定する仕組みの充実を図ります。また、

以上の仕組みの下、障害のある児童生徒の発達の程度、適応の状況等に

応じて、柔軟に「学びの場」を変更できることについて、関係者への周

知を促します。 

②  障害のある児童生徒に対する合理的配慮については、児童生徒一人一

人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて設置者・学校と本人・保護者

間で可能な限り合意形成を図った上で決定し、提供されることが望まし

いことを周知します。 

③  合理的配慮を含む必要な支援を受けながら、同じ場で共に学ぶことを

追求するとともに、個別の教育的ニーズのある子どもに対して、自立と

社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応えた指導

を提供できるよう、小・中学校における通常の学級、通級による指導、

特別支援学級、特別支援学校という連続性のある「多様な学びの場」の

それぞれの充実を図ります。 

④  医療、保健、福祉等との連携の下、乳幼児期を含む早期からの教育相

談・就学相談の実施を推進します。 

  

 31

表３－３ 保育園、認定こども園、幼稚園、学校にどのようなことを望みますか？ 

（アンケート調査） 

 
回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者

H27 H27 H27 

(1) 就学や進路などの相談体制の充実 12.0% 13.8% 10.3%

(2) 能力や障害の状態に応じた指導 19.2% 21.1% 21.8%

(3) 施設や設備の充実 10.3% 11.9% 5.7%

(4) 個別指導 6.9% 7.3% 6.9%

(5) 普通学級への受け入れ 5.5% 5.5% 6.9%

(6) 

まわりの子どもたちが理解を深め

るような交流機会の充実 

11.0% 10.1% 13.8%

(7) 医療的ケア 7.9% 1.8% 8.0%

(8) その他 3.8% 6.4% 1.1%

(9) 無回答 23.4% 22.0% 25.3%

就学前から義務教育課程の中で各実施機関に望まれている内容で多い順にみ

ると、全障害で“能力や障害に応じた指導”が最も多い回答で、“就学や進路な

どの相談体制の充実”、“まわりの子どもたちが理解を深めるような交流機会の

充実”が多い回答となっています。 

これは、個別の教育的ニーズのある子どもに対しての自立や社会参加を意識し、

共生社会を求める声につながるところです。 
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イ 教育環境の整備 

  障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた教育を展開するた

め、視覚的支援や体感からの支援等の幅広い教材の提供を推進するととも

に、ＩＣＴ（情報通信技術）機器の有効な活用も推進し、今日の教育的ニ

ーズに応じた教育の支援の充実に努めます。 

また、災害発生時における利用等の観点も踏まえつつ、学校施設のバリ

アフリー化を推進します。 

ウ 文化芸術活動、スポーツ等の振興 

       障害者が地域において、文化芸術活動、スポーツに親しむことができる

施設・設備の整備等を進めるとともに、障害者のニーズに応じた文化芸術

活動、スポーツに関する人材の養成等の取組を行い、障害の有無にかかわ

らず、文化芸術活動、スポーツを行うことのできる環境づくりに取り組み

ます。 

表３－４ スポーツ活動や文化活動を、定期的に行いたいと思いますか？ 

（アンケート調査） 

 

回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者

H27 H27 H27 

(1) 行いたい（現在行っている） 17.8% 16.4% 18.4%

(2) 行いたいができない 33.7% 36.1% 24.5%

(3) 行いたくない 31.4% 31.1% 32.7%

(4) その他 5.9% 9.8% 6.1%

(5) 無回答 11.2% 6.6% 18.4%

 33

     スポーツ活動や文化活動については、身体、知的で半数以上、精神で４割以上が

“行いたい（現在行っている）”もしくは“行いたいができない”となっています。 

“行いたいができない“について、その理由が何であるかを把握するとともに、

行うことができるか、各方面で検討する必要があります。 
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４．雇用・就業、経済的自立の支援 

（１）基本的考え方 

 障害者が地域で自立した生活を送るためには就労が重要であり、働く意欲の

ある障害者がその適性に応じて能力を十分に発揮することができるよう、一般

就労を希望する者にはできる限り一般就労できるように、一般就労が困難であ

る者には就労継続支援Ｂ型事業所等での工賃の水準が向上するように、総合的

な支援を推進します。あわせて、経済的負担の軽減等により経済的自立を支援

します。 

（２）施策の基本的方向 

ア 障害者雇用の促進 

①   障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率制度を中心に、引き続き、障

害者雇用の促進を図ります。平成25（2013）年の障害者雇用促進法の改

正により、精神障害者の雇用が義務化（平成30（2018）年４月施行）さ

れたことも踏まえ，精神障害者の雇用の促進のための取組を充実させま

す。 

②  法定雇用率を達成していない民間企業については、公共職業安定所

（ハローワーク）による指導などを通じ、法定雇用率の達成に向けた取

組を進めます。また、市は民間企業に率先垂範して障害者雇用を進める

立場であることを踏まえ，障害者の雇用促進に努めます。 

表４－１ 身体障害者及び知的障害者雇用状況の推移 （佐賀労働局） 

 H22 H23 H24 H25 H26 

障害者雇用率  2.31% 2.31% 2.42% 2.44% 2.52%

雇用障害者数 

（ ）は身体障害者のみの数値 

（37.0 人）

43.0 人

(35.0 人)

 46.0 人

(41.5 人)

48.5 人

(42.0 人) 

49.5 人 

(41.0 人)

54.0 人

雇用率未達成企業の割合 16.7% 25.0% 16.7% 15.4% 13.3%
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 障害者の雇用率、雇用者数に関しては毎年増加傾向にあります。また、障害

者雇用率未達成企業については、平成23年度を除き減少傾向にあります 

一般の企業に雇用されることが困難な障害者の方は、就労継続支援Ｂ型事業

所においてサービスを受けることができます。Ｂ型事業所では、自活に必要な

作業指導や生活指導を受けながら、印刷や木工、縫製、農作業のほか、各種の

軽作業など、それぞれの障害に適合した仕事をしています。 

表４－２ どのような勤務形態で働いていますか？  （アンケート調査） 

 

回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者

H27 H27 H27 

(1) 
正職員（障害を持たない職員

と勤務条件等に違いはない）
17.2% 6.6% 6.1%

(2) 
正職員（短時間勤務など、障

害を配慮した勤務条件)    
1.2% 3.3% 10.2%

(3) パートやアルバイト 10.7% 3.3% 4.1%

(4) 派遣職員 0.0% 0.0% 0.0%

(5) 自営業 10.1% 1.6% 0.0%

(6) 就労継続支援サービス 3.0% 24.6% 12.2%

(7) 無職 40.2% 27.9% 49.0%

(8) その他 5.3% 9.8% 4.1%

(9) 無回答 12.4% 23.0% 14.3%

     全障害で“無職”がいちばん多い回答でした。２番目に多い回答は身体では、

“正職員（障害を持たない職員と勤務条件等に違いはない）”、知的及び精神

では“就労継続支援サービス”となっています。多くの障害者が仕事に就ける

よう、事業所、行政等各方面が努力する必要があります。 
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(9) 無回答 12.4% 23.0% 14.3%

     全障害で“無職”がいちばん多い回答でした。２番目に多い回答は身体では、

“正職員（障害を持たない職員と勤務条件等に違いはない）”、知的及び精神

では“就労継続支援サービス”となっています。多くの障害者が仕事に就ける

よう、事業所、行政等各方面が努力する必要があります。 
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イ 総合的な就労支援 

①  福祉、教育、医療等から雇用への一層の推進のため、ハローワークや

障害者職業センターをはじめとする地域の関係機関が密接に連携して、

職場実習の推進や雇用前の雇い入れ支援から雇用後の職場定着支援ま

での一貫した支援を実施します。 

②  就労移行支援事業所等において、一般就労をより促進するため、積極

的な企業での実習や求職活動の支援（施設外支援）等の推進を図ります。 

表４－３ 障害者の就労支援として、どのようなことが必要だと思いますか？ 

（アンケート調査） 

 

回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者

H27 H27 H27 

(1) 通勤手段の確保 11.8% 9.2% 13.2%

(2) 勤務場所におけるバリアフリー等の配慮 9.7% 6.7% 7.0%

(3) 短時間勤務や勤務日数等の配慮 12.1% 8.3% 14.0%

(4) 在宅勤務の拡充 7.1% 3.3% 6.1%

(5) 障害に対する職場労働者の理解 22.4% 22.5% 17.5%

(6) 
就労後のフォローなど職場と

支援機関の連携 
8.8% 15.0% 9.6%

(7) 職場ニーズにあった就労訓練の実施 7.4% 7.5% 5.3%

(8) 職場外での仕事についての相談や支援 5.3% 5.0% 9.6%

(9) その他 2.9% 5.0% 2.6%

(10) 無回答 12.6% 17.5% 14.9%

就労支援策として希望されるのは、全障害で“障害に対する職場労働者の理

解”がいちばん多い回答となっています。 事業所等で障害者への理解につい

て、研修等を行うことが必要です。 
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ウ 障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保 

 障害者優先調達推進法に基づき、障害者就労施設等の提供する物品・

サービスの優先購入（調達）を推進します。 

エ 福祉的就労の底上げ 

 事業所の経営力強化に向けた支援等、就労継続支援B型事業所等にお

ける工賃の向上に向け、官民一体となった取組を推進するなど、就労継

続支援Ａ型も含めた福祉的就労の底上げを図っていきます。 
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５．生活環境 

（１）基本的考え方 

 障害者の自立と社会参加を支援し、誰もが快適で暮らしやすい生活環境の整

備を推進するため、障害者が安心して生活できる住宅の確保、建築物、公共交

通機関等のバリアフリー化を推進するとともに、障害者に配慮したまちづくり

を推進します。 

（２）施策の基本的方向 

ア 住宅の確保 

①  市営住宅を新たに整備する際にはバリアフリー対応を原則とします。

また、障害者に対する優先入居の実施や単身入居を可能とするための取

組が行われるよう、福祉部局と住宅部局が連携して障害者に対する取組

を進めていきます。 

②  障害者が行うバリアフリー改修等を促進するとともに、障害者の日常

生活上の便宜を図るため、日常生活用具の給付又は貸与、及び用具の設

置に必要な住宅改修に対する支援を行います。 

③  障害者が日常生活上の相談援助等を受けながら共同生活を行うグル

ープホームの利用促進を図ります。 

イ 公共的施設等のバリアフリー化の推進 

①  窓口業務を行う公共施設について、安全で安心した利用のためバリア

フリー法に基づく基準や支援制度により、出入口等の段差解消、高齢者

や障害者等が利用可能なトイレの設置等を進めます。 
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②  駅等の旅客施設における段差解消等とあわせて，人的な対応の充実を

図ることで、公共交通機関のバリアフリー化を推進します。 

 

表５－１ あなたの身の回りで、整備または援助を必要とするものは何です

か？ （アンケート調査） 

 

回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者

H27 H27 H27 

(1) 道路の段差解消や歩道整備など

のバリアフリー化 

24.7% 19.8% 18.2%

(2) 建物内のスロープやエレベーター

の設置 

16.2% 8.1% 6.1%

(3) 障害者用トイレの設置 19.2% 14.0% 12.1%

(4) 誘導ブロックの設置 2.6% 4.7% 4.5%

(5) 障害者用駐車場の設置 21.8% 14.0% 16.7%

(6) その他 4.1% 14.0% 4.5%

(7) 無回答等 11.5% 25.6% 37.9%

身の回りで、整備または援助を必要とするものとして回答があったものでは、

全障害で“道路の段差解消や歩道整備などのバリアフリー化”がいちばん多く、

“障害者用駐車場の設置”が続きました。 

       ハード面でのバリアフリー化は、徐々に進んでいるものの、まだ整備が必要

です。 
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６．情報アクセシビリティ 

（１）基本的考え方 

 障害者が円滑に情報を取得・利用し、意思表示やコミュニケーションを行う

ことができるように、情報通信における情報アクセシビリティの向上、情報提

供の充実、コミュニケーション支援の充実等、情報の利用におけるアクセシビ

リティの向上を推進します。 

（２）施策の基本的方向 

ア 意思疎通支援の充実 

①  障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者に対して、手話通

訳者、要約筆記者等の派遣による支援を行うとともに、手話奉仕員の養

成研修実施により人材の育成・確保を図り、コミュニケーション支援を

充実させます。 

②  意思疎通に困難を抱える人が自分の意志や要求を的確に伝え、正しく

理解してもらうことを支援するための絵記号等の普及及び利用の促進

を図ります。 

イ 行政情報のバリアフリー化 

①  障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮した行政情報の電子的

提供の充実に取り組むとともに、公的機関におけるウェブアクセシビリ

ティの向上等に向けた取組を促進します。 

②  災害発生時に障害者に対して適切に情報を伝達できるよう、民間事業

者等の協力を得つつ、障害特性に配慮した情報伝達の体制の整備を促進

します。 
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③  障害者や障害者施策に関する情報提供及び緊急時における情報提供

等を行う際には、知的障害者等にも分かりやすい情報の提供に努めます。 

表６の１ 障害のことや福祉サービスの情報をどこから知ることが多いですか？（アンケート調査） 

 

回答項目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者

H27 H27 H27 

(1) テレビ 19.8% 14.2% 13.8%

(2) ラジオ 2.1% 1.5% 1.8%

(3) 本や新聞、雑誌 12.7% 6.0% 6.4%

(4) インターネット 6.3% 7.5% 4.6%

(5) 市報などの広報紙 18.8% 9.0% 10.1%

(6) 家族や友人 6.9% 14.9% 11.9%

(7) 事業所の職員 3.7% 15.7% 5.5%

(8) 障害者団体や家族会（機関誌） 3.4% 4.5% 2.8%

(9) かかりつけの病院 8.5% 5.2% 22.9%

(10) 介護保険のケアマネジャー 2.4% 1.5% 0.0%

(11) 民生委員 1.1% 0.0% 0.0%

(12) 保育園・認定こども園・幼稚園・学校 1.6% 4.5% 0.0%

(13) 相談支援事業所 1.6% 5.2% 8.3&

(14) 行政機関 6.3% 4.5% 4.6%

(15) その他 1.6% 2.2% 0.0%

(16) 無回答 3.2% 3.7% 7.3%
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障害のことや福祉サービスの情報源として、障害別にみると、身体では“テ

レビ”、知的では“事業所の職員”、精神では“かかりつけの病院”が、それ

ぞれいちばん多い回答でした。災害等緊急時の情報をいかに早く、確実に障害

者に伝達するかが課題となっています。 
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７．安全・安心 

（１）基本的考え方 

 障害者が地域社会において、安全・安心して生活することができるよう、防

災・防犯対策の推進、消費者被害からの保護等を図ります。 

（２）施策の基本的方向 

ア 防災対策の推進 

①   障害者や福祉関係者等の参加及び防災関係部局と福祉関係部局の連携

の下での、地域防災計画等の作成、防災訓練の実施等の取組を促進し、

災害に強い地域づくりを推進します。 

②  災害発生時、又は災害が発生するおそれがある場合に避難行動要支援

者名簿等を活用した障害者に対する適切な避難支援や、その後の安否確

認を行うことができるよう、必要な体制整備を図ります。 

③   災害発生後にも継続して福祉・医療サービスを提供することができる

よう、障害者支援施設・医療機関等における災害対策を推進するととも

に、地域内外の他の社会福祉施設・医療機関等との広域的なネットワー

クの形成に取り組みます。 

④  火事や救急時におけるファックスやＥメール等による通報を可能と

する体制の充実に取り組むとともにその利用の促進を図ります。 
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ぞれいちばん多い回答でした。災害等緊急時の情報をいかに早く、確実に障害

者に伝達するかが課題となっています。 
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７．安全・安心 

（１）基本的考え方 

 障害者が地域社会において、安全・安心して生活することができるよう、防

災・防犯対策の推進、消費者被害からの保護等を図ります。 

（２）施策の基本的方向 

ア 防災対策の推進 

①   障害者や福祉関係者等の参加及び防災関係部局と福祉関係部局の連携

の下での、地域防災計画等の作成、防災訓練の実施等の取組を促進し、

災害に強い地域づくりを推進します。 

②  災害発生時、又は災害が発生するおそれがある場合に避難行動要支援

者名簿等を活用した障害者に対する適切な避難支援や、その後の安否確

認を行うことができるよう、必要な体制整備を図ります。 

③   災害発生後にも継続して福祉・医療サービスを提供することができる

よう、障害者支援施設・医療機関等における災害対策を推進するととも

に、地域内外の他の社会福祉施設・医療機関等との広域的なネットワー

クの形成に取り組みます。 

④  火事や救急時におけるファックスやＥメール等による通報を可能と

する体制の充実に取り組むとともにその利用の促進を図ります。 
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表７－１ あなたは、地震などの大規模な災害が起こったとき、ひとりで 

避難できると思いますか？   （アンケート調査） 

 

回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者

H27 H27 H27 

(1) できると思う 35.5% 24.6% 36.7%

(2) できないと思う 40.2% 57.4% 24.5%

(3) わからない 20.7% 16.4% 30.6%

(4) 無回答 3.6% 1.6% 8.2%

表７－２ 大規模な災害が起きたときの心配は何ですか？ （アンケート調査） 

 

回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者

H27 H27 H27 

(1) 救助を求めるのがむずかしい 11.1% 14.2% 10.3%

(2) 自分の障害を理解してもら

いにくい 

13.5% 17.2% 17.1%

(3) 避難所での生活がむずかしい 23.6% 18.7% 25.6%

(4) 薬の手配がむずかしい 15.2% 11.9% 18.8%

(5) 情報を入手しにくい 11.1% 12.7% 9.4%

(6) 病院にいけない 14.2% 17.2% 12.0%

(7) その他 5.1% 5.2% 1.7%

(8) 無回答 6.1% 3.0% 5.1%
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大規模な災害が起こったとき、ひとりで避難できますかとの問いについて、

全障害で“できないと思う”、“わからない”の両方で過半数を占めています。 

また、災害時の心配ごとについては、全障害で“避難所での生活がむずかし

い”がいちばん多い回答でした。 

      災害が起こったときにどう対応するか、事前に訓練を行うことや、避難所

を調べておくなど、予め備えておくことが重要です。 

表７－３ 多久市指定避難所（福祉避難所）一覧表 （多久市防災安全課） 

 

 

 

 

 

 

 

イ 防犯対策の推進 

     警察と地域の障害者団体、福祉施設、行政等との連携の促進等により、

犯罪被害の防止と犯罪被害の早期発見に努めます。 

ウ 消費者トラブルの防止及び被害からの救済 

①  障害者の消費者トラブルに関する情報を収集し、積極的な発信を行う

とともに、その被害からの救済に関して必要な情報提供を行い、障害者

の消費者トラブルの防止及び被害からの救済を図ります。 

名    称 所在地 収容人数

救護施設しみず園 地域交流センター 多 久 町 40人

ケアハウス大地 北多久町 45人

介護老人保健施設 ケアハイツやすらぎ 北多久町 30人

特別養護老人ホーム 天寿荘 北多久町 70人

養護老人ホーム けいこう園 東多久町 14人
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大規模な災害が起こったとき、ひとりで避難できますかとの問いについて、

全障害で“できないと思う”、“わからない”の両方で過半数を占めています。 

また、災害時の心配ごとについては、全障害で“避難所での生活がむずかし

い”がいちばん多い回答でした。 

      災害が起こったときにどう対応するか、事前に訓練を行うことや、避難所

を調べておくなど、予め備えておくことが重要です。 

表７－３ 多久市指定避難所（福祉避難所）一覧表 （多久市防災安全課） 

 

 

 

 

 

 

 

イ 防犯対策の推進 

     警察と地域の障害者団体、福祉施設、行政等との連携の促進等により、

犯罪被害の防止と犯罪被害の早期発見に努めます。 

ウ 消費者トラブルの防止及び被害からの救済 

①  障害者の消費者トラブルに関する情報を収集し、積極的な発信を行う

とともに、その被害からの救済に関して必要な情報提供を行い、障害者

の消費者トラブルの防止及び被害からの救済を図ります。 

名    称 所在地 収容人数

救護施設しみず園 地域交流センター 多 久 町 40人

ケアハウス大地 北多久町 45人

介護老人保健施設 ケアハイツやすらぎ 北多久町 30人

特別養護老人ホーム 天寿荘 北多久町 70人

養護老人ホーム けいこう園 東多久町 14人
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②  障害者団体、消費者団体、福祉関係団体、行政等、地域の多様な主体

の連携を促進し、障害者の消費者トラブルの防止及び早期発見に取り組

みます。 

③  消費者トラブルの防止及び障害者の消費者としての利益の擁護・増進

に資するよう、障害者及び障害者に対する支援を行う者の各種消費者関

係行事への参加の促進、研修の実施等により、障害者等に対する消費者

教育を推進します。 
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８．差別の解消及び権利擁護の推進 

（１）基本的考え方 

全ての市民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個

性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害者差別解消法に基づき、

障害を理由とする差別の解消の推進に取り組みます。あわせて、障害者虐待防止

法に基づく障害者虐待の防止等、障害者の権利擁護のための取組を進めます。 

（２）施策の基本的方向 

ア 障害を理由とする差別の解消の推進 

 平成28年４月の障害者差別解消法施行に向け、効果的な広報・啓発活

動等に取り組みます。また、同法に規定される対応要領を策定するとと

もに、同法の施行後において相談窓口を設置し、適切な運用及び障害を

理由とする差別の解消の推進に取り組みます。 

表８－１－１ 日常生活において、差別や偏見、疎外感を受けたことが

ありますか？ （アンケート調査） 

 

回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者

H27 H27 H27 

(1) ある 18.3% 37.7% 36.7%

(2) ない 53.8% 23.0% 30.6%

(3) わからない 16.6% 29.5% 20.4%

(4) 無回答 11.2% 9.8% 12.2%

  

－46－



 46

②  障害者団体、消費者団体、福祉関係団体、行政等、地域の多様な主体

の連携を促進し、障害者の消費者トラブルの防止及び早期発見に取り組

みます。 

③  消費者トラブルの防止及び障害者の消費者としての利益の擁護・増進

に資するよう、障害者及び障害者に対する支援を行う者の各種消費者関

係行事への参加の促進、研修の実施等により、障害者等に対する消費者

教育を推進します。 
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８．差別の解消及び権利擁護の推進 

（１）基本的考え方 

全ての市民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個

性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害者差別解消法に基づき、

障害を理由とする差別の解消の推進に取り組みます。あわせて、障害者虐待防止

法に基づく障害者虐待の防止等、障害者の権利擁護のための取組を進めます。 

（２）施策の基本的方向 

ア 障害を理由とする差別の解消の推進 

 平成28年４月の障害者差別解消法施行に向け、効果的な広報・啓発活

動等に取り組みます。また、同法に規定される対応要領を策定するとと

もに、同法の施行後において相談窓口を設置し、適切な運用及び障害を

理由とする差別の解消の推進に取り組みます。 

表８－１－１ 日常生活において、差別や偏見、疎外感を受けたことが

ありますか？ （アンケート調査） 

 

回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者

H27 H27 H27 

(1) ある 18.3% 37.7% 36.7%

(2) ない 53.8% 23.0% 30.6%

(3) わからない 16.6% 29.5% 20.4%

(4) 無回答 11.2% 9.8% 12.2%
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表８－１－２ どういう場面で、差別や偏見、疎外感を受けましたか？ 

【表８－１－１で「ある」と回答された方を対象】 （アンケート調査） 

 

回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者

H27 H27 H27 

(1) 教育の場 8.6% 11.8% 7.1%

(2) 仕事や収入面 19.0% 7.8% 14.3%

(3) コミュニケーションや情報の収集 6.9% 7.8% 10.0%

(4) 学習機会やスポーツ・趣味の活動 5.2% 3.9% 5.7%

(5) 近所づきあい 8.6% 9.8% 17.1%

(6) 地区の行事 3.4% 5.9% 8.6%

(7) 外での他人の視線 29.3% 31.4% 15.7%

(8) 店などでの対応 6.9% 7.8% 5.7%

(9) 市職員の応対 6.9% 2.0% 5.7%

(10) 交通機関の利用 3.4% 3.9% 4.3%

(11) 公共施設の利用 1.7% 3.9% 4.3%

(12) その他 0.0% 3.9% 1.4%

(13) 無回答 0.0% 0.0% 0.0%

日常生活における差別や偏見、疎外感を受けたことがありますかとの問いに、

身体で約２割、知的、精神で１／３以上が“ある”との回答でした。また、ど

ういう場面で受けましたかとの問いに、身体と知的では“外での他人の視線”、

精神では“近所づきあい”が最も多い回答でした。 

     全ての市民が、障害に対する理解を深めていくことが大切です。 
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イ 権利擁護の推進 

①  障害者虐待防止法に関する積極的な広報・啓発活動を行うとともに、

同法の適切な運用を通じ、障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に

取り組みます。 

②  障害者本人に対する意思決定支援を踏まえた自己決定を尊重する観

点から、意思決定支援の在り方を検討するとともに、成年後見制度の適

切な利用の促進に向けた取組を進めます。 

③  当事者等により実施される障害者の権利擁護のための取組を支援し

ます。 

表８－２ 他の人から虐待を受けたことがありますか？（アンケート調査）

 

回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者

H27 H27 H27 

(1)  ある 3.6% 24.6% 30.6%

(2)  ない 81.1% 50.8% 46.9%

(3)  わからない 5.9% 14.8% 12.2%

(4) 無回答 9.5% 9.8% 10.2%

他人から虐待を受けたことが“ある”と答えた方は、知的、精神でその割合

が多くありました。虐待防止が図られるよう、多方面から様々な支援策が必要

です。 

－48－
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イ 権利擁護の推進 

①  障害者虐待防止法に関する積極的な広報・啓発活動を行うとともに、

同法の適切な運用を通じ、障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に

取り組みます。 

②  障害者本人に対する意思決定支援を踏まえた自己決定を尊重する観

点から、意思決定支援の在り方を検討するとともに、成年後見制度の適

切な利用の促進に向けた取組を進めます。 

③  当事者等により実施される障害者の権利擁護のための取組を支援し

ます。 

表８－２ 他の人から虐待を受けたことがありますか？（アンケート調査）

 

回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者

H27 H27 H27 

(1)  ある 3.6% 24.6% 30.6%

(2)  ない 81.1% 50.8% 46.9%

(3)  わからない 5.9% 14.8% 12.2%

(4) 無回答 9.5% 9.8% 10.2%

他人から虐待を受けたことが“ある”と答えた方は、知的、精神でその割合

が多くありました。虐待防止が図られるよう、多方面から様々な支援策が必要

です。 
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９．行政サービス等における配慮 

（１）基本的考え方 

 障害者が適切な配慮を受けることができるよう、行政機関の職員等における

障害者理解の促進に努めるとともに、障害者がその権利を円滑に行使すること

ができるように、障害者に対して、選挙等における配慮を行います。 

（２）施策の基本的方向 

ア 行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等 

①  市役所等行政機関における事務・事業の実施に当たっては、障害者差

別解消法（平成28年４月施行）に基づき、障害者が必要とする社会的障

壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮を行います。 

②  行政機関の職員等に対する障害者に関する理解を促進するため必要

な研修を実施し、窓口等における障害者への配慮の徹底を図ります。 

③  行政情報の提供等に当たっては、情報通信技術（ＩＣＴ）の進展等も

踏まえ、アクセシビリティに配慮した情報提供に努めます。 

表９－１－１ 市役所などの行政機関で、障害者への配慮が足りない

と感じたことがありますか？ （アンケート調査） 

 

回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者

H27 H27 H27 

(1) ある 16.6% 16.4% 16.3%

(2) ない 46.2% 36.1% 42.9%

(3) わからない 28.4% 31.1% 28.6%

(4) 無回答 8.9% 16.4% 12.2%
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表９－１－２ どういう場面で配慮が足りないと感じましたか？ 

【表９－１－１で「ある」と回答された方を対象】 （アンケート調査） 

 

回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者

H27 H27 H27 

(1) 窓口での対応 54.3% 54.5% 70.0%

(2) 建物内のバリアフリー化 22.9% 9.1% 10.0%

(3) 建物外のバリアフリー化 11.4% 27.3% 0.0%

(4) その他 11.4% 9.1% 10.0%

(5) 無回答 0.0% 0.0% 10.0%

市役所などの行政機関で、障害者への配慮が足りないと感じたことについ

て、全障害とも15％以上の方が“ある”と答えています。その内訳では、全

障害とも“窓口での対応”がいちばん多い回答でした。 

障害者に関する理解を促進するため必要な研修を実施しながら、対応して

いく必要があります。 

イ 選挙等における配慮等 

①  移動に困難を抱える障害者に配慮した投票所のバリアフリー化、障害

者の利用に配慮した投票設備の設置等、投票所における投票環境の向上

に努めます。 

②  指定病院等における不在者投票、郵便等による不在者投票の適切な実

施の促進により、選挙の公正を確保しつつ、投票所での投票が困難な障

害者の投票機会の確保に努めます。 
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９．行政サービス等における配慮 

（１）基本的考え方 

 障害者が適切な配慮を受けることができるよう、行政機関の職員等における

障害者理解の促進に努めるとともに、障害者がその権利を円滑に行使すること

ができるように、障害者に対して、選挙等における配慮を行います。 

（２）施策の基本的方向 

ア 行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等 

①  市役所等行政機関における事務・事業の実施に当たっては、障害者差

別解消法（平成28年４月施行）に基づき、障害者が必要とする社会的障

壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮を行います。 

②  行政機関の職員等に対する障害者に関する理解を促進するため必要

な研修を実施し、窓口等における障害者への配慮の徹底を図ります。 

③  行政情報の提供等に当たっては、情報通信技術（ＩＣＴ）の進展等も

踏まえ、アクセシビリティに配慮した情報提供に努めます。 

表９－１－１ 市役所などの行政機関で、障害者への配慮が足りない

と感じたことがありますか？ （アンケート調査） 

 

回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者

H27 H27 H27 

(1) ある 16.6% 16.4% 16.3%

(2) ない 46.2% 36.1% 42.9%

(3) わからない 28.4% 31.1% 28.6%

(4) 無回答 8.9% 16.4% 12.2%
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表９－１－２ どういう場面で配慮が足りないと感じましたか？ 

【表９－１－１で「ある」と回答された方を対象】 （アンケート調査） 

 

回 答 項 目 

身体障害者 知的障害者 精神障害者

H27 H27 H27 

(1) 窓口での対応 54.3% 54.5% 70.0%

(2) 建物内のバリアフリー化 22.9% 9.1% 10.0%

(3) 建物外のバリアフリー化 11.4% 27.3% 0.0%

(4) その他 11.4% 9.1% 10.0%

(5) 無回答 0.0% 0.0% 10.0%

市役所などの行政機関で、障害者への配慮が足りないと感じたことについ

て、全障害とも15％以上の方が“ある”と答えています。その内訳では、全

障害とも“窓口での対応”がいちばん多い回答でした。 

障害者に関する理解を促進するため必要な研修を実施しながら、対応して

いく必要があります。 

イ 選挙等における配慮等 

①  移動に困難を抱える障害者に配慮した投票所のバリアフリー化、障害

者の利用に配慮した投票設備の設置等、投票所における投票環境の向上

に努めます。 

②  指定病院等における不在者投票、郵便等による不在者投票の適切な実

施の促進により、選挙の公正を確保しつつ、投票所での投票が困難な障

害者の投票機会の確保に努めます。 
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第５章 推進体制 

１．連携・協力の確保 

 障害者施策を一体的に推進し、総合的な企画立案及び横断的な調整を確保す

るため、各課相互間の緊密な連携・協力を図ります。 

 また、基本計画の着実な実施のためには、国及び佐賀県との連携・協力が必

要不可欠であることから、障害者計画の策定に関する情報提供、研修機会の提

供、広報・啓発活動等、連携・協力体制の一層の強化を図ります。 

 障害者の自立と社会参加に関する取組を社会全体で進めるため、市における

様々な活動の実施に当たっては、障害者団体、企業等の協力を得られるよう努

めます。特に、障害者の自立及び社会参加の支援に当たり、障害者団体等の自

主的な活動は重要な役割を果たしており、基本計画の推進に当たっては、これ

らの団体等との情報共有の一層の促進を図る必要があります。 

２．広報・啓発活動の推進 

（１）広報・啓発活動の推進 

障害者施策は幅広い市民の理解を得ながら進めていくことが重要であり、障

害者基本法及び本基本計画の目的等に関する理解の促進を図るため、行政はも

とより、企業、民間団体等の多様な主体との連携による幅広い広報・啓発活動

を推進します。 

 また、障害者基本法に定められた障害者週間（毎年１２月３日から９日まで）

における各種行事を中心に、一般市民、ボランティア団体、障害者団体など幅

広い層の参加による啓発活動を推進します。 
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 障害者が自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について、

市民の理解を深め、誰もが障害者等に自然に手助けすることのできる「心のバ

リアフリー」を推進します。 

（２）障害及び障害者理解の促進 

引き続き、市民への障害及び障害者に対する理解を促進するための取組を推

進します。とりわけ、より一層の市民の理解が必要な知的障害、精神障害、発

達障害、難病、盲ろう、高次脳機能障害等について、その障害特性や必要な配

慮等に関する理解の促進を図ります。 

 また、一般市民における、障害者が利用する視覚障害者誘導用ブロックや障

害者用駐車スペース等に対する理解を促進するとともに、その円滑な利活用に

必要な配慮等について周知を図ります。また、障害者団体等が作成する啓発・

周知のためのマーク等について、関連する事業者等の協力の下、市民に対する

情報提供を行い、その普及及び理解の促進を図ります。 

 障害のある幼児、児童、生徒と障害のない幼児、児童、生徒との相互理解を

深めるための活動を一層促進するとともに、小中学校等の特別活動等における、

障害者に対する理解と認識を深めるための指導を推進します。 

 さらに、地域社会における障害者への理解を促進するため、福祉施設、教育

機関等と地域住民等との日常的交流の一層の拡大を図ります。 

（３）ボランティア活動等の推進  

児童生徒や地域住民等のボランティア活動に対する理解を深め、その活動を

支援するよう努めるとともに、企業等の社会貢献活動に対する理解と協力を促

進します。 
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第５章 推進体制 

１．連携・協力の確保 

 障害者施策を一体的に推進し、総合的な企画立案及び横断的な調整を確保す

るため、各課相互間の緊密な連携・協力を図ります。 

 また、基本計画の着実な実施のためには、国及び佐賀県との連携・協力が必

要不可欠であることから、障害者計画の策定に関する情報提供、研修機会の提

供、広報・啓発活動等、連携・協力体制の一層の強化を図ります。 

 障害者の自立と社会参加に関する取組を社会全体で進めるため、市における

様々な活動の実施に当たっては、障害者団体、企業等の協力を得られるよう努

めます。特に、障害者の自立及び社会参加の支援に当たり、障害者団体等の自

主的な活動は重要な役割を果たしており、基本計画の推進に当たっては、これ

らの団体等との情報共有の一層の促進を図る必要があります。 

２．広報・啓発活動の推進 

（１）広報・啓発活動の推進 

障害者施策は幅広い市民の理解を得ながら進めていくことが重要であり、障

害者基本法及び本基本計画の目的等に関する理解の促進を図るため、行政はも

とより、企業、民間団体等の多様な主体との連携による幅広い広報・啓発活動

を推進します。 

 また、障害者基本法に定められた障害者週間（毎年１２月３日から９日まで）

における各種行事を中心に、一般市民、ボランティア団体、障害者団体など幅

広い層の参加による啓発活動を推進します。 
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 障害者が自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について、

市民の理解を深め、誰もが障害者等に自然に手助けすることのできる「心のバ

リアフリー」を推進します。 

（２）障害及び障害者理解の促進 

引き続き、市民への障害及び障害者に対する理解を促進するための取組を推

進します。とりわけ、より一層の市民の理解が必要な知的障害、精神障害、発

達障害、難病、盲ろう、高次脳機能障害等について、その障害特性や必要な配

慮等に関する理解の促進を図ります。 

 また、一般市民における、障害者が利用する視覚障害者誘導用ブロックや障

害者用駐車スペース等に対する理解を促進するとともに、その円滑な利活用に

必要な配慮等について周知を図ります。また、障害者団体等が作成する啓発・

周知のためのマーク等について、関連する事業者等の協力の下、市民に対する

情報提供を行い、その普及及び理解の促進を図ります。 

 障害のある幼児、児童、生徒と障害のない幼児、児童、生徒との相互理解を

深めるための活動を一層促進するとともに、小中学校等の特別活動等における、

障害者に対する理解と認識を深めるための指導を推進します。 

 さらに、地域社会における障害者への理解を促進するため、福祉施設、教育

機関等と地域住民等との日常的交流の一層の拡大を図ります。 

（３）ボランティア活動等の推進  

児童生徒や地域住民等のボランティア活動に対する理解を深め、その活動を

支援するよう努めるとともに、企業等の社会貢献活動に対する理解と協力を促

進します。 
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 また、特定非営利活動法人、ボランティア団体等、多様な主体による障害者

のための取組を促進するため、必要な活動環境の整備を図ります。 

３．進捗状況の管理及び評価 

 各分野における障害者施策について、障害者やその家族をはじめとする関係

者の意見を聴きつつ、本計画に基づく取組の計画的な実施に努めるとともに、

重点施策である生活支援（障害福祉サービス、障害児通所支援、地域生活支援

事業等）については、３年毎に見直しを行う多久市障害福祉計画の中で、具体

的な数値目標を設定します。 

また、社会情勢の変化等により本計画の変更の必要性が生じた場合、あるい

は本計画の推進及び評価を通じて、計画の変更の必要性が生じた場合には、対

象期間の途中であっても、本計画を柔軟に見直すこととします。 
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多久市障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会条例 

平成26年９月19日 

条例第12号 

（設置） 

第１条 障害者基本法（昭和45年法律第84号）第11条第３項の規定に基づく多久市障害者基

本計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律

第123号）第88条第１項の規定に基づく多久市障害福祉計画の策定に関し必要な事項につ

いて調査審議するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に

基づき、多久市障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

（１） 多久市障害者基本計画の策定及び変更に関すること。 

（２） 多久市障害福祉計画の策定及び変更に関すること。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、障害者福祉の推進に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 住民団体関係者 

（２） 保健医療関係者 

（３） 福祉関係者 

（４） 行政機関関係者 

（５） 学校教育関係者 

（６） 関係団体・関係機関 

（７） その他市長が適当と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 欠員により新たに就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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（会長及び副会長） 

第５条 委員会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。 

（補則） 

第８条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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多久市障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会条例 

平成26年９月19日 

条例第12号 

（設置） 

第１条 障害者基本法（昭和45年法律第84号）第11条第３項の規定に基づく多久市障害者基

本計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律

第123号）第88条第１項の規定に基づく多久市障害福祉計画の策定に関し必要な事項につ

いて調査審議するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に

基づき、多久市障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

（１） 多久市障害者基本計画の策定及び変更に関すること。 

（２） 多久市障害福祉計画の策定及び変更に関すること。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、障害者福祉の推進に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 住民団体関係者 

（２） 保健医療関係者 

（３） 福祉関係者 

（４） 行政機関関係者 

（５） 学校教育関係者 

（６） 関係団体・関係機関 

（７） その他市長が適当と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 欠員により新たに就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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（会長及び副会長） 

第５条 委員会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。 

（補則） 

第８条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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多久市障害者基本計画策定委員会委員名簿 

 所 属 団 体 名 等 委  員  

１ 多久市民生委員児童委員連絡協議会 ○ 松永 正廣 

２ 多久市手をつなぐ育成会 宮原 久代 

３ 多久市盲人会 柴田 健二 

４ 多久市身体障害者福祉協会 ◎ 陣内 和博 

５ 社会福祉法人 多久市社会福祉協議会 古賀 通雄 

６ 佐賀公共職業安定所 山口 勝也 

７ 多久市商工会 川﨑 文治 

８ 多久市立病院 川浪 正則 

９ 多久市嘱託員会 野田 義雄 

１０ 多久市小中学校 校長会 田原 優子 

１１ 小城・多久地区精神障害者家族会 きよみずの会 深村  徹 

◎会長   ○副会長 
 

事務局体制 

組織名 多久市障害者基本計画策定委員会事務局 

構成員 

 多久市福祉課 課長、課長補佐（兼地域福祉係長、兼地域包括支援係長、

                こども係担当） 
          高齢・障害者福祉係長、高齢・障害者福祉係 
     
多久市健康増進課 、多久市情報課 、多久市防災安全課  
多久市教育委員会学校教育課 

 59

多久市障害者基本計画策定スケジュール 
 

年  月 取 組 事 項 

平成２７年 ９月３０日 第１回障害者基本計画事務局会議 
（策定方針、委員会設置条例、アンケート調査について） 

１０月 ５日 第２回障害者基本計画事務局会議 
（策定方針、アンケート調査について） 

１０月 ８日 第１回障害者基本計画策定委員会 
（委嘱状交付、策定方針、アンケート調査について） 

１１月 １日 
～ １１月３０日 アンケート調査の実施 

１２月中 アンケート集計、分析 

平成２８年 １月１３日 第３回障害者基本計画事務局会議 
（アンケート調査結果について・計画素案の作成） 

１月１９日 第２回障害者基本計画策定委員会 
（アンケート調査結果について・計画素案の作成） 

１月２２日 議会説明 

２月 １日 
～ ３月 １日 

パブリックコメント実施 
（提出された意見なし） 

３月 計画決定・公表 
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多久市障害者基本計画策定委員会委員名簿 

 所 属 団 体 名 等 委  員  

１ 多久市民生委員児童委員連絡協議会 ○ 松永 正廣 

２ 多久市手をつなぐ育成会 宮原 久代 

３ 多久市盲人会 柴田 健二 

４ 多久市身体障害者福祉協会 ◎ 陣内 和博 

５ 社会福祉法人 多久市社会福祉協議会 古賀 通雄 

６ 佐賀公共職業安定所 山口 勝也 

７ 多久市商工会 川﨑 文治 

８ 多久市立病院 川浪 正則 

９ 多久市嘱託員会 野田 義雄 

１０ 多久市小中学校 校長会 田原 優子 

１１ 小城・多久地区精神障害者家族会 きよみずの会 深村  徹 

◎会長   ○副会長 
 

事務局体制 

組織名 多久市障害者基本計画策定委員会事務局 

構成員 

 多久市福祉課 課長、課長補佐（兼地域福祉係長、兼地域包括支援係長、

                こども係担当） 
          高齢・障害者福祉係長、高齢・障害者福祉係 
     
多久市健康増進課 、多久市情報課 、多久市防災安全課  
多久市教育委員会学校教育課 
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多久市障害者基本計画策定スケジュール 
 

年  月 取 組 事 項 

平成２７年 ９月３０日 第１回障害者基本計画事務局会議 
（策定方針、委員会設置条例、アンケート調査について） 

１０月 ５日 第２回障害者基本計画事務局会議 
（策定方針、アンケート調査について） 

１０月 ８日 第１回障害者基本計画策定委員会 
（委嘱状交付、策定方針、アンケート調査について） 

１１月 １日 
～ １１月３０日 アンケート調査の実施 

１２月中 アンケート集計、分析 

平成２８年 １月１３日 第３回障害者基本計画事務局会議 
（アンケート調査結果について・計画素案の作成） 

１月１９日 第２回障害者基本計画策定委員会 
（アンケート調査結果について・計画素案の作成） 

１月２２日 議会説明 

２月 １日 
～ ３月 １日 

パブリックコメント実施 
（提出された意見なし） 

３月 計画決定・公表 
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 60

 

 

日頃
ひ ご ろ

より福祉
ふ く し

行政
ぎょうせい

の推進
すいしん

にご協 力
きょうりょく

を賜
たまわ

り、お礼
れい

申
もう

し上
あ

げます。 

さて、多久市
た く し

では、社会
しゃかい

状 況
じょうきょう

の動向
どうこう

を踏
ふ

まえ、障害者
しょうがいしゃ

の方
かた

に適
てき

した地域
ち い き

社会
しゃかい

を 

推進
すいしん

するため、「多久市
た く し

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」を平成
へいせい

２７年度
ね ん ど

中
ちゅう

に作成
さくせい

いたします。 

つきましては、障害
しょうがい

をお持
も

ちである皆様
みなさま

の意見
い け ん

をお伺
うかが

いし、その結果
け っ か

を計画
けいかく

に反 

映していきたいと考
かんが

えておりますので、アンケートの回答
かいとう

につきまして、ご協 力
きょうりょく

 

いただきますようお願
ねが

い申
もう

し上
あ

げます。 

なお、このアンケートは、お名前
な ま え

を書
か

かずに提出
ていしゅつ

いただきますので、回答
かいとう

された 

方
かた

が特定
とくてい

されることはございません。日頃
ひ ご ろ

、感
かん

じたり思
おも

っていることを記入
きにゅう

ください。 

平成
へいせい

２７年
ねん

１１月
がつ

            多久
た く

市長
しちょう

 横尾
よこお

 俊彦
としひこ

 

 

【記入
きにゅう

にあたって】 

■ 平成
へいせい

２７ 年
ねん

１１月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

でご回答
かいとう

ください。 

■ ご本人
ほんにん

様
さま

が記入
きにゅう

できない場合
ば あ い

は、恐
おそ

れ入
い

りますが、代理
だ い り

の方
かた

で記入
きにゅう

ください。 

■ 回答
かいとう

は、設問
せつもん

の指示
し じ

にしたがって、該当
がいとう

する番号
ばんごう

に〇をつけてください。 

■ 回答
かいとう

で「その他
た

」に〇をつけられた場合
ば あ い

は、（    ）の中
なか

に具体的
ぐ た い て き

な内容
ないよう

を 

記入
きにゅう

してください。 

■ 調査票
ちょうさひょう

は、同封
どうふう

の返信用
へんしんよう

封筒
ふうとう

（切手
き っ て

不要
ふ よ う

）に入
い

れて、１１月
がつ

３０日
にち

（月
げつ

曜日
よ う び

） 

までに返送
へんそう

ください。 

お問
とい

合
あわ

せ先
さき

  多
た

久
く

市
し

役
やく

所
しょ

 福
ふく

祉
し

課
か

 高
こう

齢
れい

・ 障
しょう

害
がい

者
しゃ

福
ふく

祉
し

係
かかり

 

電話
で ん わ

（0952）７５－４８２３  ファックス（0952）７４－３３９８ 

多
た

久
く

市
し

障
しょう

害
がい

者
しゃ

基
き

本
ほん

計
けい

画
かく

策
さく

定
てい

に関
かん

するアンケートのお願
ねが

いについて 

 61

アンケート調査票 
 

問
とい

１．あなたの性別
せいべつ

は、どちらですか。 

１．男
だん

 性
せい

 ２．女
じょ

 性
せい

 

 

問
とい

２．あなたの年齢
ねんれい

についてお答
こた

えください。 

１．０～１７歳
さい

 ２．１８～２９歳
さい

 ３．３０～３９歳
さい

 

４．４０～４９歳
さい

 ５．５０～６４歳
さい

 ６．６５～７４歳
さい

 

７．７５歳
さい

以上
いじょう

   

 

問
とい

３．あなたは、現在
げんざい

どのように暮
く

らしていますか？ 

１．自宅
じ た く

（１人
ひ と り

） ２．自宅
じ た く

（家族
か ぞ く

） ３．グループホーム 

４．施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

 ５．病院
びょういん

入院
にゅういん

中
ちゅう

 ６．その他
た

（        ）

 

問
とい

４．家族
か ぞ く

以外
い が い

の身近
み ぢ か

な相談
そうだん

相手
あ い て

はだれですか？（複数
ふくすう

回答可
かいとうか

） 

１．医師
い し

 ２．障害者
しょうがいしゃ

相談員
そうだんいん

 ３．市
し

職員
しょくいん

 

４．保健師
ほ け ん し

 ５．民生
みんせい

委員
い い ん

 ６．社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

７．更生
こうせい

相談所
そうだんしょ

 ８．施設
し せ つ

の職員
しょくいん

 ９．保育
ほ い く

園
えん

・認定
にんてい

こども園
えん

・幼稚園
ようちえん

・学校
がっこう

10．小城
お ぎ

・多久
た く

障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

ｾﾝﾀｰ 11．相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

 12．障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

（家族会
かぞくかい

） 

13．友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

 14．その他
た

（              ） 

 

問
とい

５．主
おも

な相談
そうだん

内容
ないよう

は何
なん

ですか？（複数
ふくすう

回答可
かいとうか

） 

１．健康
けんこう

、医療
いりょう

 ２．年金
ねんきん

等
とう

の収 入
しゅうにゅう

 ３．家庭
か て い

問題
もんだい

 

４．就 職
しゅうしょく

問題
もんだい

 ５．施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

 ６．その他
た

（        ）
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日頃
ひ ご ろ

より福祉
ふ く し

行政
ぎょうせい

の推進
すいしん

にご協 力
きょうりょく

を賜
たまわ

り、お礼
れい

申
もう

し上
あ

げます。 

さて、多久市
た く し

では、社会
しゃかい

状 況
じょうきょう

の動向
どうこう

を踏
ふ

まえ、障害者
しょうがいしゃ

の方
かた

に適
てき

した地域
ち い き

社会
しゃかい

を 

推進
すいしん

するため、「多久市
た く し

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」を平成
へいせい

２７年度
ね ん ど

中
ちゅう

に作成
さくせい

いたします。 

つきましては、障害
しょうがい

をお持
も

ちである皆様
みなさま

の意見
い け ん

をお伺
うかが

いし、その結果
け っ か

を計画
けいかく

に反 

映していきたいと考
かんが

えておりますので、アンケートの回答
かいとう

につきまして、ご協 力
きょうりょく

 

いただきますようお願
ねが

い申
もう

し上
あ

げます。 

なお、このアンケートは、お名前
な ま え

を書
か

かずに提出
ていしゅつ

いただきますので、回答
かいとう

された 

方
かた

が特定
とくてい

されることはございません。日頃
ひ ご ろ

、感
かん

じたり思
おも

っていることを記入
きにゅう

ください。 

平成
へいせい

２７年
ねん

１１月
がつ

            多久
た く

市長
しちょう

 横尾
よこお

 俊彦
としひこ

 

 

【記入
きにゅう

にあたって】 

■ 平成
へいせい

２７ 年
ねん

１１月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

でご回答
かいとう

ください。 

■ ご本人
ほんにん

様
さま

が記入
きにゅう

できない場合
ば あ い

は、恐
おそ

れ入
い

りますが、代理
だ い り

の方
かた

で記入
きにゅう

ください。 

■ 回答
かいとう

は、設問
せつもん

の指示
し じ

にしたがって、該当
がいとう

する番号
ばんごう

に〇をつけてください。 

■ 回答
かいとう

で「その他
た

」に〇をつけられた場合
ば あ い

は、（    ）の中
なか

に具体的
ぐ た い て き

な内容
ないよう

を 

記入
きにゅう

してください。 

■ 調査票
ちょうさひょう

は、同封
どうふう

の返信用
へんしんよう

封筒
ふうとう

（切手
き っ て

不要
ふ よ う

）に入
い

れて、１１月
がつ

３０日
にち

（月
げつ

曜日
よ う び

） 

までに返送
へんそう

ください。 

お問
とい

合
あわ

せ先
さき

  多
た

久
く

市
し

役
やく

所
しょ

 福
ふく

祉
し

課
か

 高
こう

齢
れい

・障
しょう

害
がい

者
しゃ

福
ふく

祉
し

係
かかり

 

電話
で ん わ

（0952）７５－４８２３  ファックス（0952）７４－３３９８ 

多
た

久
く

市
し

障
しょう

害
がい

者
しゃ

基
き

本
ほん

計
けい

画
かく

策
さく

定
てい

に関
かん

するアンケートのお願
ねが

いについて 

 61

アンケート調査票 
 

問
とい

１．あなたの性別
せいべつ

は、どちらですか。 

１．男
だん

 性
せい

 ２．女
じょ

 性
せい

 

 

問
とい

２．あなたの年齢
ねんれい

についてお答
こた

えください。 

１．０～１７歳
さい

 ２．１８～２９歳
さい

 ３．３０～３９歳
さい

 

４．４０～４９歳
さい

 ５．５０～６４歳
さい

 ６．６５～７４歳
さい

 

７．７５歳
さい

以上
いじょう

   

 

問
とい

３．あなたは、現在
げんざい

どのように暮
く

らしていますか？ 

１．自宅
じ た く

（１人
ひ と り

） ２．自宅
じ た く

（家族
か ぞ く

） ３．グループホーム 

４．施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

 ５．病院
びょういん

入院
にゅういん

中
ちゅう

 ６．その他
た

（        ）

 

問
とい

４．家族
か ぞ く

以外
い が い

の身近
み ぢ か

な相談
そうだん

相手
あ い て

はだれですか？（複数
ふくすう

回答可
かいとうか

） 

１．医師
い し

 ２．障害者
しょうがいしゃ

相談員
そうだんいん

 ３．市
し

職員
しょくいん

 

４．保健師
ほ け ん し

 ５．民生
みんせい

委員
い い ん

 ６．社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

７．更生
こうせい

相談所
そうだんしょ

 ８．施設
し せ つ

の職員
しょくいん

 ９．保育
ほ い く

園
えん

・認定
にんてい

こども園
えん

・幼稚園
ようちえん

・学校
がっこう

10．小城
お ぎ

・多久
た く

障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

ｾﾝﾀｰ 11．相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

 12．障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

（家族会
かぞくかい

） 

13．友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

 14．その他
た

（              ） 

 

問
とい

５．主
おも

な相談
そうだん

内容
ないよう

は何
なん

ですか？（複数
ふくすう

回答可
かいとうか

） 

１．健康
けんこう

、医療
いりょう

 ２．年金
ねんきん

等
とう

の収 入
しゅうにゅう

 ３．家庭
か て い

問題
もんだい

 

４．就 職
しゅうしょく

問題
もんだい

 ５．施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

 ６．その他
た

（        ）
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 62

アンケート調査票 
 

問
とい

６．あなたが暮
く

らしやすくするためにしてほしいことは何
なん

ですか？（複数
ふくすう

回答可
かいとうか

） 

１．周囲
しゅうい

の理解
り か い

 ２．年金
ねんきん

制度
せ い ど

 ３．相談
そうだん

指導
し ど う

 

４．住
じゅう

環境
かんきょう

の整備
せ い び

  ５．就 職
しゅうしょく

問題
もんだい

  ６．その他
た

（        ） 

           

問
とい

７．希望
き ぼ う

する制度
せ い ど

や施策
せ さ く

について（複数
ふくすう

回答可
かいとうか

） 

１．緊急
きんきゅう

対応
たいおう

 ２．ボランティア ３．仲間
な か ま

づくりのサークル 

４．趣味
し ゅ み

・スポーツ講座
こ う ざ

 ５．運賃
うんちん

割引
わりびき

 ６．年金
ねんきん

制度
せ い ど

 

７．公共
こうきょう

料金
りょうきん

の減免
げんめん

 ８．交通費
こうつうひ

の助成
じょせい

 ９．幼児
よ う じ

期
き

での相談
そうだん

や療育
りょういく

・訓練
くんれん

10．その他
た

（            ） 

          

問
とい

８．障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

について 

１．知
し

っている ２．知
し

らない 

           

問
とい

９．次
つぎ

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスに関
かん

して、当
あ

てはまるものに○を記入
きにゅう

してください。 

（複数
ふくすう

回答可
かいとうか

） 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの内容
ないよう

 現在
げんざい

利用
り よ う

している 今後
こ ん ご

利用
り よ う

したい 

居宅
きょたく

介護
か い ご

    

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

    

同行
どうこう

援護
え ん ご

    

行動
こうどう

援護
え ん ご

   

重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

包括
ほうかつ

支援
し え ん

   

生活
せいかつ

介護
か い ご
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アンケート調査票 

 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

 （機能
き の う

訓練
くんれん

）   

自立
じ り つ

訓練
くんれん

 （生活
せいかつ

訓練
くんれん

）   

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

    

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

 ・ Ａ型
がた

   

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

 ・ Ｂ型
がた

    

療養
りょうよう

介護
か い ご

   

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

   

共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 （グループホーム）   

施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

    

相談
そうだん

支援
し え ん

    

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

   

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス   

 

問
とい

１０．補
ほ

装具
そ う ぐ

、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

の利用
り よ う

状 況
じょうきょう

は？ 

１．利用
り よ う

している（したことがある） ２．利用
り よ う

していない 

３．制度
せ い ど

を知
し

らない ４．その他
た

（            ） 

      

問
とい

１１．今後
こ ん ご

の生活
せいかつ

の場
ば

を 考
かんが

える時
とき

、どれが必要
ひつよう

だと思
おも

いますか？ 

１．家族
か ぞ く

とともに居住
きょじゅう

できる場 ２．グループホーム 

３．施設
し せ つ

 ４．その他
た

（            ） 
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 62

アンケート調査票 
 

問
とい

６．あなたが暮
く

らしやすくするためにしてほしいことは何
なん

ですか？（複数
ふくすう

回答可
かいとうか

） 

１．周囲
しゅうい

の理解
り か い

 ２．年金
ねんきん

制度
せ い ど

 ３．相談
そうだん

指導
し ど う

 

４．住
じゅう

環境
かんきょう

の整備
せ い び

  ５．就 職
しゅうしょく

問題
もんだい

  ６．その他
た

（        ） 

           

問
とい

７．希望
き ぼ う

する制度
せ い ど

や施策
せ さ く

について（複数
ふくすう

回答可
かいとうか

） 

１．緊急
きんきゅう

対応
たいおう

 ２．ボランティア ３．仲間
な か ま

づくりのサークル 

４．趣味
し ゅ み

・スポーツ講座
こ う ざ

 ５．運賃
うんちん

割引
わりびき

 ６．年金
ねんきん

制度
せ い ど

 

７．公共
こうきょう

料金
りょうきん

の減免
げんめん

 ８．交通費
こうつうひ

の助成
じょせい

 ９．幼児
よ う じ

期
き

での相談
そうだん

や療育
りょういく

・訓練
くんれん

10．その他
た

（            ） 

          

問
とい

８．障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

について 

１．知
し

っている ２．知
し

らない 

           

問
とい

９．次
つぎ

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスに関
かん

して、当
あ

てはまるものに○を記入
きにゅう

してください。 

（複数
ふくすう

回答可
かいとうか

） 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの内容
ないよう

 現在
げんざい

利用
り よ う

している 今後
こ ん ご

利用
り よ う

したい 

居宅
きょたく

介護
か い ご

    

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

    

同行
どうこう

援護
え ん ご

    

行動
こうどう

援護
え ん ご

   

重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

包括
ほうかつ

支援
し え ん

   

生活
せいかつ

介護
か い ご
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アンケート調査票 

 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

 （機能
き の う

訓練
くんれん

）   

自立
じ り つ

訓練
くんれん

 （生活
せいかつ

訓練
くんれん

）   

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

    

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

 ・ Ａ型
がた

   

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

 ・ Ｂ型
がた

    

療養
りょうよう

介護
か い ご

   

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

   

共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 （グループホーム）   

施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

    

相談
そうだん

支援
し え ん

    

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

   

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス   

 

問
とい

１０．補
ほ

装具
そ う ぐ

、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

の利用
り よ う

状 況
じょうきょう

は？ 

１．利用
り よ う

している（したことがある） ２．利用
り よ う

していない 

３．制度
せ い ど

を知
し

らない ４．その他
た

（            ） 

      

問
とい

１１．今後
こ ん ご

の生活
せいかつ

の場
ば

を 考
かんが

える時
とき

、どれが必要
ひつよう

だと思
おも

いますか？ 

１．家族
か ぞ く

とともに居住
きょじゅう

できる場 ２．グループホーム 

３．施設
し せ つ

 ４．その他
た

（            ） 
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 64

アンケート調査票 

 

問
とい

１２．県
けん

、市町
し ま ち

、障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

が実施
じ っ し

する行事
ぎょうじ

に参加
さ ん か

していますか？ 

１．毎年
まいとし

参加
さ ん か

している ２．時々
ときどき

参加
さ ん か

している 

３．参加
さ ん か

しない（できない） ４．その他
た

（            ） 

     

問
とい

１３．外 出
がいしゅつ

の頻度
ひ ん ど

はどれくらいですか？ 

１．ほぼ毎日
まいにち

 ２．週
しゅう

２～３回
かい

 ３．月
つき

２～３回
かい

 

４．年
ねん

１０回
かい

程度
て い ど

 ５．ほとんど外出
がいしゅつ

しない  

            

問
とい

１４．外 出
がいしゅつ

の主
おも

な目的
もくてき

は何
なん

ですか？ 

１．通院
つういん

  ２．散歩
さ ん ぽ

 ３．買
か

い物
もの

 

４．通勤
つうきん

通学
つうがく

 ５．旅行
りょこう

 ６．娯楽
ご ら く

等
とう

 

７．サークル ８．その他
た

（              ） 

 

問
とい

１５．外 出
がいしゅつ

時
じ

の主
おも

な移動
い ど う

手段
しゅだん

は何
なん

ですか？ 

１．徒歩
と ほ

 ２．自家用車
じ か よ う し ゃ

 ３．家族
か ぞ く

の車
くるま

 

４．タクシー ５．公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

 ６．その他
た

（        ）

 

問
とい

１６．医療
いりょう

のリハビリテーション及
およ

びデイケアの利用
り よ う

状 況
じょうきょう

は？ 

１．利用
り よ う

したことがある ２．利用
り よ う

したいが利用
り よ う

していない ３．必要
ひつよう

ない 

４．制度
せ い ど

を知
し

らない ５．その他
た

（              ） 
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アンケート調査票 
 

問
とい

１７．現在
げんざい

利用
り よ う

している医療
いりょう

助成
じょせい

制度
せ い ど

について （複数
ふくすう

回答可
かいとうか

） 

１．自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

（精神
せいしん

通院
つういん

） ２．自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

（更生
こうせい

医療
いりょう

・育成
いくせい

医療
いりょう

） 

３．高額
こうがく

医療費
いりょうひ

 ４．重度
じゅうど

心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

医療
いりょう

助成
じょせい

制度
せ い ど

 

５．利用
り よ う

していない ６．その他
た

（            ） 

   

問
とい

１８．市内
し な い

で発達
はったつ

障 害
しょうがい

に関
かん

する就学前
しゅうがくまえ

の相談
そうだん

機関
き か ん

や、療 育
りょういく

を行う訓練
くんれん

機関
き か ん

があ

れば利用
り よ う

を希望
き ぼ う

しますか？ 

１．希望
き ぼ う

する  ２．市外
し が い

で利用
り よ う

しているので希望
き ぼ う

しない 

３．必要
ひつよう

ないので希望
き ぼ う

しない ４．わからない 

５．その他
た

（              ） 

          

問
とい

１９．保育
ほ い く

園
えん

、認定
にんてい

こども園
えん

、幼稚園
ようちえん

、学校
がっこう

にどのようなことを望
のぞ

みますか？（複数
ふくすう

回答可
かいとうか

） 

１．就学
しゅうがく

や進路
し ん ろ

などの相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

２．能力
のうりょく

や障害
しょうがい

の状態
じょうたい

に応
おう

じた指導
し ど う

 

３．施設
し せ つ

や設備
せ つ び

の充実
じゅうじつ

 ４．個別
こ べ つ

指導
し ど う

 

５．普通
ふ つ う

学級
がっきゅう

への受
う

け入
い

れ ６．まわりの子
こ

どもたちが理解
り か い

を深
ふか

めるような交流
こうりゅう

機会
き か い

の充実
じゅうじつ

 

７．医療的
いりょうてき

ケア ８．その他
た

（              ） 

  

問
とい

２０．スポーツ活動
かつどう

や文化
ぶ ん か

活動
かつどう

を、定期的
ていきてき

に 行
おこな

いたいと思
おも

いますか？ 

１．行
おこな

いたい（現在
げんざい

行
おこな

っている） ２．行
おこな

いたいができない 

３．行
おこな

いたくない ４．その他
た

（               ）
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 64

アンケート調査票 

 

問
とい

１２．県
けん

、市町
し ま ち

、障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

が実施
じ っ し

する行事
ぎょうじ

に参加
さ ん か

していますか？ 

１．毎年
まいとし

参加
さ ん か

している ２．時々
ときどき

参加
さ ん か

している 

３．参加
さ ん か

しない（できない） ４．その他
た

（            ） 

     

問
とい

１３．外 出
がいしゅつ

の頻度
ひ ん ど

はどれくらいですか？ 

１．ほぼ毎日
まいにち

 ２．週
しゅう

２～３回
かい

 ３．月
つき

２～３回
かい

 

４．年
ねん

１０回
かい

程度
て い ど

 ５．ほとんど外出
がいしゅつ

しない  

            

問
とい

１４．外 出
がいしゅつ

の主
おも

な目的
もくてき

は何
なん

ですか？ 

１．通院
つういん

  ２．散歩
さ ん ぽ

 ３．買
か

い物
もの

 

４．通勤
つうきん

通学
つうがく

 ５．旅行
りょこう

 ６．娯楽
ご ら く

等
とう

 

７．サークル ８．その他
た

（              ） 

 

問
とい

１５．外 出
がいしゅつ

時
じ

の主
おも

な移動
い ど う

手段
しゅだん

は何
なん

ですか？ 

１．徒歩
と ほ

 ２．自家用車
じ か よ う し ゃ

 ３．家族
か ぞ く

の車
くるま

 

４．タクシー ５．公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

 ６．その他
た

（        ）

 

問
とい

１６．医療
いりょう

のリハビリテーション及
およ

びデイケアの利用
り よ う

状 況
じょうきょう

は？ 

１．利用
り よ う

したことがある ２．利用
り よ う

したいが利用
り よ う

していない ３．必要
ひつよう

ない 

４．制度
せ い ど

を知
し

らない ５．その他
た

（              ） 
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アンケート調査票 
 

問
とい

１７．現在
げんざい

利用
り よ う

している医療
いりょう

助成
じょせい

制度
せ い ど

について （複数
ふくすう

回答可
かいとうか

） 

１．自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

（精神
せいしん

通院
つういん

） ２．自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

（更生
こうせい

医療
いりょう

・育成
いくせい

医療
いりょう

） 

３．高額
こうがく

医療費
いりょうひ

 ４．重度
じゅうど

心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

医療
いりょう

助成
じょせい

制度
せ い ど

 

５．利用
り よ う

していない ６．その他
た

（            ） 

   

問
とい

１８．市内
し な い

で発達
はったつ

障 害
しょうがい

に関
かん

する就学前
しゅうがくまえ

の相談
そうだん

機関
き か ん

や、療 育
りょういく

を行う訓練
くんれん

機関
き か ん

があ

れば利用
り よ う

を希望
き ぼ う

しますか？ 

１．希望
き ぼ う

する  ２．市外
し が い

で利用
り よ う

しているので希望
き ぼ う

しない 

３．必要
ひつよう

ないので希望
き ぼ う

しない ４．わからない 

５．その他
た

（              ） 

          

問
とい

１９．保育
ほ い く

園
えん

、認定
にんてい

こども園
えん

、幼稚園
ようちえん

、学校
がっこう

にどのようなことを望
のぞ

みますか？（複数
ふくすう

回答可
かいとうか

） 

１．就学
しゅうがく

や進路
し ん ろ

などの相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

２．能力
のうりょく

や障害
しょうがい

の状態
じょうたい

に応
おう

じた指導
し ど う

 

３．施設
し せ つ

や設備
せ つ び

の充実
じゅうじつ

 ４．個別
こ べ つ

指導
し ど う

 

５．普通
ふ つ う

学級
がっきゅう

への受
う

け入
い

れ ６．まわりの子
こ

どもたちが理解
り か い

を深
ふか

めるような交流
こうりゅう

機会
き か い

の充実
じゅうじつ

 

７．医療的
いりょうてき

ケア ８．その他
た

（              ） 

  

問
とい

２０．スポーツ活動
かつどう

や文化
ぶ ん か

活動
かつどう

を、定期的
ていきてき

に 行
おこな

いたいと思
おも

いますか？ 

１．行
おこな

いたい（現在
げんざい

行
おこな

っている） ２．行
おこな

いたいができない 

３．行
おこな

いたくない ４．その他
た

（               ）
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アンケート調査票 
 

問
とい

２１．どのような勤務
き ん む

形態
けいたい

で 働
はたら

いていますか？ 

１．正職員
せいしょくいん

（障害
しょうがい

を持
も

たない職員
しょくいん

と勤務
き ん む

条件
じょうけん

等
とう

に違
ちが

いはない） 

２．正職員
せいしょくいん

（短時間
たんじかん

勤務
き ん む

など、障害
しょうがい

を配慮
はいりょ

した勤務
き ん む

条件
じょうけん

） 

３．パートやアルバイト ４．派遣
は け ん

職員
しょくいん

 

５．自営業
じえいぎょう

 ６．就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

サービス 

７．無職
むしょく

 ８．その他
た

（              ）

 

問
とい

２２．障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

として、どのようなことが必要
ひつよう

だと思
おも

いますか？（複数
ふくすう

回答可
かいとうか

） 

１．通勤
つうきん

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

  ２．勤務
き ん む

場所
ば し ょ

におけるバリアフリー等
とう

の配慮
はいりょ

３．短時間
たんじかん

勤務
き ん む

や勤務
き ん む

日数
にっすう

等
とう

の配慮
はいりょ

 ４．在宅
ざいたく

勤務
き ん む

の拡充
かくじゅう

 

５．障害
しょうがい

に対
たい

する職場
しょくば

労働者
ろうどうしゃ

の理解
り か い

６．就労後
しゅうろうご

のフォローなど職場
しょくば

と支援
し え ん

機関
き か ん

の連携
れんけい

７．職場
しょくば

ニーズにあった就労
しゅうろう

訓練
くんれん

の実施
じ っ し

８．職場外
しょくばがい

での仕事
し ご と

についての相談
そうだん

や支援
し え ん

 

９．その他
た

（               ） 

       

問
とい

２３．障害者
しょうがいしゃ

年金
ねんきん

の受 給
じゅきゅう

状 況
じょうきょう

について 

１．受給
じゅきゅう

している ２．保険料
ほけんりょう

に未納があり受給
じゅきゅう

なし 

３．障害
しょうがい

認定
にんてい

基準
きじゅん

を満
み

たさず受給
じゅきゅう

なし ４．希望
き ぼ う

しない 

５．制度
せ い ど

を知
し

らない ６．その他
た

（              ）
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アンケート調査票 
 

問
とい

２４．あなたの身
み

の回
まわ

りで、整備
せ い び

または援助
えんじょ

を必要
ひつよう

とするものは何
なん

ですか？（複数
ふくすう

回答可
かいとうか

） 

１．道路
ど う ろ

の段差
だ ん さ

解消
かいしょう

や歩道
ほ ど う

整備
せ い び

などのバリアフリー化
か

 

２．建物内
たてものない

のスロープやエレベーターの設置
せ っ ち

 

３．障害者用
しょうがいしゃよう

トイレの設置
せ っ ち

 ４．誘導
ゆうどう

ブロックの設置
せ っ ち

 

５．障害者用
しょうがいしゃよう

駐 車 場
ちゅうしゃじょう

の設置
せ っ ち

 ６．その他
た

（               ）

問
とい

２５．障害
しょうがい

のことや福祉
ふ く し

サービスの情報
じょうほう

をどこから知
し

ることが多
おお

いですか？（複数
ふくすう

回答可
かいとうか

） 

１．テレビ ２．ラジオ ３．本
ほん

や新聞
しんぶん

、雑誌
ざ っ し

 

４．インターネット ５．市報
し ほ う

などの広報紙
こうほうし

 ６．家族
か ぞ く

や友人
ゆうじん

 

７．事業所
じぎょうしょ

の職員
しょくいん

 ８．障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

や家族会
かぞくかい

（機関誌
き か ん し

） ９．かかりつけの病院
びょういん

 

10．介護
か い ご

保険
ほ け ん

のｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ 11．民生
みんせい

委員
い い ん

 12．保育
ほ い く

園
えん

・認定
にんてい

こども園
えん

・幼稚園
ようちえん

・学校
がっこう

13．相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

 14．行政
ぎょうせい

機関
き か ん

 15．その他
た

（      ）

問
とい

２６．あなたは、地震
じ し ん

などの大規模
だ い き ぼ

な災害
さいがい

が起
お

こったとき、ひとりで避難
ひ な ん

できると思
おも

いますか？ 

１．できると思
おも

う ２．できないと思
おも

う ３．わからない 

 

問
とい

２７．大規模
だ い き ぼ

な災害
さいがい

が起
お

きたときの心配
しんぱい

は何
なん

ですか？（複数
ふくすう

回答可
かいとうか

） 

１．救助
きゅうじょ

を求
もと

めるのがむずかしい ２．自分
じ ぶ ん

の障害
しょうがい

を理解
り か い

してもらいにくい 

３．避難所
ひなんじょ

での生活
せいかつ

がむずかしい ４．薬
くすり

の手配
て は い

がむずかしい 

５．情報
じょうほう

を入手
にゅうしゅ

しにくい ６．病院
びょういん

にいけない 

７．その他
た

（               ） 
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アンケート調査票 
 

問
とい

２１．どのような勤務
き ん む

形態
けいたい

で 働
はたら

いていますか？ 

１．正職員
せいしょくいん

（障害
しょうがい

を持
も

たない職員
しょくいん

と勤務
き ん む

条件
じょうけん

等
とう

に違
ちが

いはない） 

２．正職員
せいしょくいん

（短時間
たんじかん

勤務
き ん む

など、障害
しょうがい

を配慮
はいりょ

した勤務
き ん む

条件
じょうけん

） 

３．パートやアルバイト ４．派遣
は け ん

職員
しょくいん

 

５．自営業
じえいぎょう

 ６．就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

サービス 

７．無職
むしょく

 ８．その他
た

（              ）

 

問
とい

２２．障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

として、どのようなことが必要
ひつよう

だと思
おも

いますか？（複数
ふくすう

回答可
かいとうか

） 

１．通勤
つうきん

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

  ２．勤務
き ん む

場所
ば し ょ

におけるバリアフリー等
とう

の配慮
はいりょ

３．短時間
たんじかん

勤務
き ん む

や勤務
き ん む

日数
にっすう

等
とう

の配慮
はいりょ

 ４．在宅
ざいたく

勤務
き ん む

の拡充
かくじゅう

 

５．障害
しょうがい

に対
たい

する職場
しょくば

労働者
ろうどうしゃ

の理解
り か い

６．就労後
しゅうろうご

のフォローなど職場
しょくば

と支援
し え ん

機関
き か ん

の連携
れんけい

７．職場
しょくば

ニーズにあった就労
しゅうろう

訓練
くんれん

の実施
じ っ し

８．職場外
しょくばがい

での仕事
し ご と

についての相談
そうだん

や支援
し え ん

 

９．その他
た

（               ） 

       

問
とい

２３．障害者
しょうがいしゃ

年金
ねんきん

の受 給
じゅきゅう

状 況
じょうきょう

について 

１．受給
じゅきゅう

している ２．保険料
ほけんりょう

に未納があり受給
じゅきゅう

なし 

３．障害
しょうがい

認定
にんてい

基準
きじゅん

を満
み

たさず受給
じゅきゅう

なし ４．希望
き ぼ う

しない 

５．制度
せ い ど

を知
し

らない ６．その他
た

（              ）
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アンケート調査票 
 

問
とい

２４．あなたの身
み

の回
まわ

りで、整備
せ い び

または援助
えんじょ

を必要
ひつよう

とするものは何
なん

ですか？（複数
ふくすう

回答可
かいとうか

） 

１．道路
ど う ろ

の段差
だ ん さ

解消
かいしょう

や歩道
ほ ど う

整備
せ い び

などのバリアフリー化
か

 

２．建物内
たてものない

のスロープやエレベーターの設置
せ っ ち

 

３．障害者用
しょうがいしゃよう

トイレの設置
せ っ ち

 ４．誘導
ゆうどう

ブロックの設置
せ っ ち

 

５．障害者用
しょうがいしゃよう

駐 車 場
ちゅうしゃじょう

の設置
せ っ ち

 ６．その他
た

（               ）

問
とい

２５．障害
しょうがい

のことや福祉
ふ く し

サービスの情報
じょうほう

をどこから知
し

ることが多
おお

いですか？（複数
ふくすう

回答可
かいとうか

） 

１．テレビ ２．ラジオ ３．本
ほん

や新聞
しんぶん

、雑誌
ざ っ し

 

４．インターネット ５．市報
し ほ う

などの広報紙
こうほうし

 ６．家族
か ぞ く

や友人
ゆうじん

 

７．事業所
じぎょうしょ

の職員
しょくいん

 ８．障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

や家族会
かぞくかい

（機関誌
き か ん し

） ９．かかりつけの病院
びょういん

 

10．介護
か い ご

保険
ほ け ん

のｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ 11．民生
みんせい

委員
い い ん

 12．保育
ほ い く

園
えん

・認定
にんてい

こども園
えん

・幼稚園
ようちえん

・学校
がっこう

13．相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

 14．行政
ぎょうせい

機関
き か ん

 15．その他
た

（      ）

問
とい

２６．あなたは、地震
じ し ん

などの大規模
だ い き ぼ

な災害
さいがい

が起
お

こったとき、ひとりで避難
ひ な ん

できると思
おも

いますか？ 

１．できると思
おも

う ２．できないと思
おも

う ３．わからない 

 

問
とい

２７．大規模
だ い き ぼ

な災害
さいがい

が起
お

きたときの心配
しんぱい

は何
なん

ですか？（複数
ふくすう

回答可
かいとうか

） 

１．救助
きゅうじょ

を求
もと

めるのがむずかしい ２．自分
じ ぶ ん

の障害
しょうがい

を理解
り か い

してもらいにくい 

３．避難所
ひなんじょ

での生活
せいかつ

がむずかしい ４．薬
くすり

の手配
て は い

がむずかしい 

５．情報
じょうほう

を入手
にゅうしゅ

しにくい ６．病院
びょういん

にいけない 

７．その他
た

（               ） 
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 68

アンケート調査票 

 

問
とい

２８．日 常
にちじょう

生活
せいかつ

において、差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

、疎外感
そがいかん

を受
う

けたことがありますか？ 

１．ある（→問
とい

２９へ） ２．ない ３．わからない 

 

問
とい

２９．問
とい

２８で「１．ある」と回答
かいとう

された方
かた

にお聞
き

きします。どういう場面
ば め ん

で、差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

、疎外感
そがいかん

を受
う

けましたか？（複数
ふくすう

回答可
かいとうか

） 

１．教育
きょういく

の場
ば

 ２．仕事
し ご と

や収 入 面
しゅうにゅうめん

 ３．コミュニケーションや情報
じょうほう

の収 集
しゅうしゅう

４．学習
がくしゅう

機会
き か い

やスポーツ・趣味
し ゅ み

の活動
かつどう

 ５．近所
きんじょ

づきあい ６．地区
ち く

の行事
ぎょうじ

 

７．外
そと

での他人
た に ん

の視線
し せ ん

 ８．店
みせ

などでの対応
たいおう

 ９．市
し

職員
しょくいん

の応対
おうたい

 

10．交通
こうつう

機関
き か ん

の利用
り よ う

 11．公共
こうきょう

施設
し せ つ

の利用
り よ う

 12．その他
た

（      ）

        

問
とい

３０．他
ほか

の人
ひと

から虐 待
ぎゃくたい

を受
う

けたことがありますか？ 

１．ある ２．ない ３．わからない 

 

問
とい

３１．市
し

役所
やくしょ

などの行政
ぎょうせい

機関
き か ん

で、障害者
しょうがいしゃ

への配慮
はいりょ

が足
た

りないと感
かん

じたことがありますか？ 

１．ある（→問
とい

３２へ） ２．ない ３．わからない 

 

問
とい

３２．問
とい

３１で「１．ある」と回答
かいとう

された方
かた

にお聞
き

きします。どういう場面
ば め ん

で配慮
はいりょ

が足
た

りないと感
かん

じましたか？ （複数
ふくすう

回答可
かいとうか

） 

１．窓口
まどぐち

での対応
たいおう

 ２．建物内
たてものない

のバリアフリー化
か

 

３．建物外
たてものがい

のバリアフリー化
か

 ４．その他
た

（               ）

 69

アンケート調査票 

 

問
とい

３３．生活
せいかつ

する上
うえ

で困
こま

っていることや、意見
い け ん

等
とう

をお聞
き

かせください。（自由
じ ゆ う

記述
きじゅつ

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご 協 力
きょうりょく

ありがとうございました 
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 68

アンケート調査票 

 

問
とい

２８．日常
にちじょう

生活
せいかつ

において、差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

、疎外感
そがいかん

を受
う

けたことがありますか？ 

１．ある（→問
とい

２９へ） ２．ない ３．わからない 

 

問
とい

２９．問
とい

２８で「１．ある」と回答
かいとう

された方
かた

にお聞
き

きします。どういう場面
ば め ん

で、差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

、疎外感
そがいかん

を受
う

けましたか？（複数
ふくすう

回答可
かいとうか

） 

１．教育
きょういく

の場
ば

 ２．仕事
し ご と

や収 入 面
しゅうにゅうめん

 ３．コミュニケーションや情報
じょうほう

の収 集
しゅうしゅう

４．学習
がくしゅう

機会
き か い

やスポーツ・趣味
し ゅ み

の活動
かつどう

 ５．近所
きんじょ

づきあい ６．地区
ち く

の行事
ぎょうじ

 

７．外
そと

での他人
た に ん

の視線
し せ ん

 ８．店
みせ

などでの対応
たいおう

 ９．市
し

職員
しょくいん

の応対
おうたい

 

10．交通
こうつう

機関
き か ん

の利用
り よ う

 11．公共
こうきょう

施設
し せ つ

の利用
り よ う

 12．その他
た

（      ）

        

問
とい

３０．他
ほか

の人
ひと

から虐 待
ぎゃくたい

を受
う

けたことがありますか？ 

１．ある ２．ない ３．わからない 

 

問
とい

３１．市
し

役所
やくしょ

などの行政
ぎょうせい

機関
き か ん

で、障害者
しょうがいしゃ

への配慮
はいりょ

が足
た

りないと感
かん

じたことがありますか？ 

１．ある（→問
とい

３２へ） ２．ない ３．わからない 

 

問
とい

３２．問
とい

３１で「１．ある」と回答
かいとう

された方
かた

にお聞
き

きします。どういう場面
ば め ん

で配慮
はいりょ

が足
た

りないと感
かん

じましたか？ （複数
ふくすう

回答可
かいとうか

） 

１．窓口
まどぐち

での対応
たいおう

 ２．建物内
たてものない

のバリアフリー化
か

 

３．建物外
たてものがい

のバリアフリー化
か

 ４．その他
た

（               ）

 69

アンケート調査票 

 

問
とい

３３．生活
せいかつ

する上
うえ

で困
こま

っていることや、意見
い け ん

等
とう

をお聞
き

かせください。（自由
じ ゆ う

記述
きじゅつ

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご 協 力
きょうりょく

ありがとうございました 
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 70

用 語 集  

あ行  

■インクルーシブ教育システム  

人間の多様性の尊重等を強化し、障害者が精神的及び身体的な能

力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加す

ることを可能にするという目的の下、障害のある者と障害のない者

が共に学ぶ仕組み  
 

か行  

■共同生活援助（グループホーム）  

夜間や休日、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せ

つ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行う。  
 
■居宅介護  

自宅で、入浴や排せつなどの介助、食事の介護などを行う。  
 

■高次脳機能障害  

外傷性脳損傷、脳血管障害等により脳に損傷を受け、その後遺症

として生じた記憶障害、注意障害、社会的行動障害などの認知障害

等のこと。高次脳機能障害者への支援としては、障害者総合支援法

による都道府県地域生活支援事業において、高次脳機能障害支援普

及事業が実施されており、高次脳機能障害者への相談支援及び支援

体制の整備が図られている。  
 

■行動援護  

知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する人に、

行動の際の危険を回避するために、必要な支援、外出時における移

動支援などを行う。  
 

さ行  

■施設入所支援  

施設に入所する人に夜間や休日、入浴や排せつ、食事の介護など

を行う。 
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■児童発達支援 

小学校就学前の障害児に日常生活における基本的な動作の指導、

知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行う。 

 

■就労移行支援  

一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な

知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。 

 

■就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）  

一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、

知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。 

 

■重度障害者等包括支援  

常時介護を必要とする障害者であって、その介護の必要性が著し

く高い人に、居宅介護などの複数のサービスを包括的に行う。 

 
■重度訪問介護  

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人、重度の知的障害

又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常

に介護を必要とする人に、自宅で、入浴や排せつ、食事の介護、外

出時における移動支援などを総合的に行う。 

 

■情報アクセシビリティ  

年齢や障害の有無に関係なく、誰でも必要とする情報に簡単にた

どりつけ利用できること。 

 

■自立訓練（機能訓練、生活訓練）  

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機

能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行う。  

 

■生活介護  

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴や排せつ、食事の介護な

どを行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会の提供を行う。 
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用 語 集  

あ行  
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か行  
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■成年後見制度  

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分

であるために法律行為における意思決定が不十分または困難な者

について、その判断力を補い保護支援する制度。法定後見制度と任

意後見制度の二つからなる。平成 11 年の民法改正等において、従

来の禁治産、準禁治産制度が改められ、自己決定の尊重、残存能力

の活用、ノーマライゼーション等の新たな理念のもとに、柔軟かつ

弾力的な利用しやすい制度として構築された。  
 

■相談支援  

障害のある人その保護者、支援提供者などからの相談に応じ、

必要な情報提供や権利擁護などのために必要な援助を行う。  
 

た行  

■短期入所  

自宅で介護する人が病気の場合などに、障害者支援施設などに短

期間の入所をさせ、入浴や排せつ、食事の介護などを行う。 

 

■地域障害者職業センター  

障害者の職業生活における自立を促進するための施設で、障害

者職業総合センター、広域障害者職業センター、地域障害者職業

センターの３種類がある。 

 

■同行援護  

視覚障害により移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情

報の提供（代筆・代読を含む）、移動の援護等の外出支援を行う。 

 

は行  

■発達障害  

発達障害者支援法上の定義では、脳機能の障害であって、その症

状が通常低年齢において発現するものと規定され、心理的発達障害

並びに行動情緒の障害が対象とされている。具体的には、自閉症、

アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、注意欠陥多動性障

害などがこれに含まれる。  
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は じ め に 

  

 少子高齢化や一人暮らし世帯の増加など、地域

社会を取り巻く環境は大きく変化し、福祉サービ

スに対するニーズは複雑・多様化しています。ま

た、国では、障害者に関する様々な法律の整備が

進められており、障害者施策は大きな転換点を迎

えています。 

こうした障害のある人を取り巻く変化に適切に

対応し、本市が目指す「－緑園に輝く－ みんなで創る 文教・安心・

交流のまち 多久」を実現するため、福祉分野を始め、保健・医療、

教育、就労など幅広い分野の施策を盛り込んだ新たな障害者基本計画

を策定しました。 

 今後、この計画に基づき、障害のある人もない人も、全ての市民が

互いに人格と個性を尊重し、支え合い、自立して暮らせる多久市の実

現に向け、全庁一丸となって取り組んでいきます。 

 また、この計画が障害者の自立及び社会参加等に向けて真に機能す

るためには、行政だけでなく社会全体で取り組んでいくことが不可欠

です。市民の皆様を始め、障害者団体、さらには、保健・医療、学校

教育の関係機関や福祉サービス事業者等の皆様におかれましては、今

後とも一層の御支援と御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 最後に、この計画の策定にあたり、熱心に御審議いただきました多

久市障害者基本計画策定委員会の委員の皆様並びに、貴重な御意見を

いただきました市民の皆様に、心からお礼を申し上げます。 

 

平成２８年３月        

  多 久 市 長   横 尾  俊 彦  
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■放課後等デイサービス  

学校（幼稚園、大学を除く）に就学している障害児に、授業の終

了後又は休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交

流の促進その他の便宜の供与を行う。  
 

ら行  

■療養介護  

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上

の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う。  
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多 久 市             
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

多久市福祉課 高齢・障害者福祉係 

〒846-8501 多久市北多久町大字小侍 7 番地 1 

電話 0952-75-4823   FAX 0952-74-3398 

ホームページ https://www.city.taku.lg.jp/ 




